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論

　
脚
　
構
成
要
件
論
は
、
少
く
と
も
そ
の
初
期
の
形
態
に
お
い
て
は
、
問
接
正
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
の
に
力
弱
か
つ
た
。
と
く
に
、

い
わ
ゆ
る
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
し
て
な
す
犯
罪
の
法
的
取
扱
い
に
つ
い
て
訣
陥
を
み
せ
た
。
私
は
、
以
前
に
、
こ
の
黙
を
指
摘
し
た
つ

　
　
　
　
（
一
）

も
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
、
本
稿
に
お
い
て
、
間
接
正
犯
の
理
論
と
し
て
初
期
の
構
成
要
件
論
の
次
に
來
つ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
横

張
的
正
犯
論
に
つ
い
て
槍
討
を
進
め
よ
う
と
思
う
。
横
張
的
正
犯
論
は
、
こ
れ
を
主
張
し
た
學
者
の
敷
こ
そ
少
い
が
、
問
接
正
犯
に
關
す

る
學
説
史
に
鉄
く
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
現
在
な
お
有
力
な
學
者
の
主
張
に
か
か
る
學
説
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
横
張
的
正
犯
論
と
は
、
構
成
要
件
的
結
果
に
封
し
相
當
因
果
關
係
を
有
す
る
條
件
を
置
い
た
者
を
す
べ
て
理
論
上
一
慮
正
犯
と
し
、
つ

い
で
實
定
法
上
の
例
外
と
し
て
共
犯
を
こ
れ
か
ら
除
き
、
残
り
を
實
定
法
上
の
正
犯
と
す
る
學
説
を
い
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
エ
τ
バ
ー
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八
　
（
九
八
）

ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
宰
角
富
＆
ω
9
且
象
）
の
創
唱
に
か
か
り
、
メ
ツ
ガ
ー
（
ζ
①
お
震
）
の
基
礎
づ
け
を
経
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て

勢
力
を
得
た
學
読
で
あ
る
。
從
來
の
理
論
は
、
正
犯
概
念
を
い
わ
ゆ
る
『
自
己
の
手
に
よ
る
正
犯
（
。
蒔
窪
匡
注
蒔
。
↓
讐
器
9
⇔
ε
』
に

限
定
し
て
い
た
。
從
つ
て
、
共
犯
は
、
正
犯
と
は
別
個
濁
立
の
法
上
の
形
式
と
し
て
把
握
さ
れ
、
問
接
正
犯
す
ら
、
正
犯
に
準
じ
て
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

扱
わ
る
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
正
犯
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
問
接
正
犯
は
、
い
わ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

『
刑
法
原
理
と
い
う
レ
ト
ル
ト
か
ら
で
き
た
小
び
と
』
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、
横
張
的
正
犯
論
が
間
接
正
犯
の
正
犯
性
を
自
明
の
も
の
と

し
て
示
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
馳
に
、
こ
の
學
説
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
横
張
的
正
犯
論
は
、
間
接
正
犯
の
適
切
な
理

論
づ
け
の
た
め
に
主
張
さ
れ
た
學
説
で
あ
る
と
い
つ
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
つ
と
も
、
横
張
的
正
犯
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

右
に
述
べ
た
よ
う
な
法
解
繹
學
的
な
面
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
進
ん
で
そ
の
思
想
的
背
景
に
着
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
横
張
的
正
犯

論
の
底
を
流
れ
る
基
本
思
想
は
、
刑
法
に
お
け
る
諸
概
念
の
規
範
化
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
刑
法
に
お
け
る
諸
概
念
の
自
然
主
義
的
な

把
握
が
十
九
世
紀
刑
法
學
の
特
色
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
二
十
世
紀
前
牛
の
刑
法
學
の
特
色
を
形
成
す
る
の
は
、
概
念
の
贋
値
的
規
範
的

　
　
　
（
四
）

把
握
で
あ
る
。
横
張
的
正
犯
論
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
傾
向
蕉
沿
つ
て
現
わ
れ
た
一
つ
の
見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
、
鑛
張
的
正
犯
論
は
、
一
九
三
〇
年
、
エ
ー
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
手
に
よ
つ
て
世
に
間
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
正
犯
概
念
の
規
範
的

構
成
を
意
圖
す
る
見
解
の
繭
芽
は
、
す
で
に
そ
れ
以
前
に
現
わ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ト
（
ゆ
旨
＆
一
）
お
よ
び
ヴ
ィ
ン
タ
ー
（
≦
一
糞
震
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

前
駆
的
な
鑛
張
的
正
犯
論
、
な
ら
び
に
ヘ
グ
ラ
i
（
鵠
。
α
q
一
震
）
の
特
異
な
問
接
正
犯
論
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
ブ
ラ
ン
ト
お
よ
び
ヴ
ィ
ン
タ
ー
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
爾
者
に
お
い
て
は
、
す
で
に
、
正
犯
概
念
の
完
全
な
横
張
が
行
わ
れ
て
い

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
正
犯
は
、
ブ
ラ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
非
難
さ
る
べ
き
結
果
を
惹
起
し
た
者
、
ヴ
ィ
ン
タ
ー
に
よ
れ
ぼ
、



有
責
に
違
法
な
構
成
要
件
該
當
行
爲
を
實
現
し
た
者
を
意
味
し
て
い
た
。
爾
者
は
、
從
つ
て
、
固
有
の
意
味
に
影
け
る
正
犯
、
間
接
正
犯

お
よ
び
共
犯
を
と
も
に
包
含
す
る
と
こ
ろ
の
搬
張
的
正
犯
概
念
を
認
め
る
も
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
見
解
が
、
共
犯
を
正
犯
か

ら
隔
厨
し
且
つ
共
犯
の
問
に
種
類
の
相
違
を
認
め
る
現
行
法
の
解
繹
論
と
し
て
安
當
す
る
た
め
に
は
、
當
然
、
以
上
の
よ
う
な
正
犯
の
中

か
ら
共
犯
を
第
二
吹
的
に
法
規
上
の
根
嫁
か
ら
匠
別
す
る
と
い
う
論
理
過
程
を
脛
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

後
述
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
メ
ツ
ガ
τ
等
櫃
張
的
正
犯
論
と
共
通
の
形
式
に
立
つ
立
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
に
封
し
、
ヘ
グ
ラ
ー
の
學
説
は
、
右
の
よ
う
な
蹟
張
的
正
犯
概
念
こ
そ
読
か
な
い
が
、
正
犯
と
共
犯
と
の
匠
別
に
つ
い
て
從
來
の

自
然
主
義
的
翻
黙
を
排
し
、
正
犯
概
念
の
．
贋
値
的
把
握
を
暗
示
し
た
黙
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
彼
は
、
仲
介
者
に
劃
す
る
背

後
者
の
諸
歌
態
を
分
析
し
、
問
接
正
犯
者
が
同
じ
背
後
者
た
る
教
唆
者
と
異
り
正
犯
と
さ
れ
る
ゆ
え
ん
を
、
背
後
者
の
仲
介
者
に
封
す
る

優
越
歌
態
と
い
う
馳
に
求
め
た
。
彼
は
い
う
『
客
観
的
に
は
輩
に
誘
起
し
支
援
し
た
に
す
ぎ
な
い
者
が
客
翻
的
な
（
軍
濁
）
實
行
者
に
封

し
一
定
方
向
に
お
い
て
顯
著
な
優
越
性
（
O
げ
震
鴨
註
。
ぼ
）
を
持
つ
、
と
い
う
黙
に
そ
の
理
由
が
存
す
る
。
そ
の
よ
う
な
者
は
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
客
翻
的
に
は
「
結
果
」
、
あ
る
い
は
非
結
果
犯
を
含
め
る
べ
く
よ
り
正
確
に
い
え
ば
外
部
的
犯
罪
實
現
（
法
的
意
味
に
お
け
る

「
結
果
」
）
に
封
し
條
件
を
置
く
者
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
者
に
あ
つ
て
は
、
自
分
自
身
の
客
観
的
實
行
行
爲
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
、

役
割
分
澹
に
關
す
る
法
の
評
贋
的
翻
察
に
よ
つ
て
充
分
に
補
償
さ
れ
つ
く
し
、
か
く
て
、
こ
の
よ
う
な
者
は
、
主
た
る
人
格
、
す
な
わ
ち

正
犯
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
他
面
、
被
誘
起
者
、
被
支
援
者
は
、
自
身
の
客
襯
的
實
行
行
爲
は
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
の
他
の
要
素
を
訣
く
と
い
う
理
由
で
、
上
述
の
考
察
方
法
に
よ
り
正
犯
者
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
背
後
者
は
、
實
行
を
な

さ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
誘
起
し
支
援
し
た
と
い
う
關
係
か
ら
、
優
越
性
を
も
つ
て
責
任
あ
り
と
考
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
よ
り
多
い
責
任
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一
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（
一
〇
〇
）

を
負
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
相
慮
し
て
、
他
の
者
は
、
實
行
行
爲
を
な
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
刑
法
的
責
任
を
冤
れ
、
あ
る
い
は
よ

り
少
い
責
任
し
か
負
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
背
後
者
の
「
道
具
」
と
い
う
表
現
に
は
、
こ
の
よ
う
な
優
越
欺
態
が
比
喩
的
に
し
か
す
ぎ

な
い
に
も
せ
よ
、
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
「
優
越
性
」
と
い
う
表
現
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
間
題
と
な
る
の
が
相
翼
概
念
だ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

い
う
こ
と
、
相
封
的
な
大
き
さ
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
』
と
。

　
以
上
の
う
ち
、
ブ
ラ
ン
ト
お
よ
び
ヴ
ィ
ン
タ
ー
の
見
解
は
、
自
己
の
手
に
よ
る
正
犯
概
念
を
中
心
と
す
る
從
來
の
思
考
を
避
け
、
間
接

正
犯
を
本
來
の
正
犯
と
し
て
把
握
す
る
方
向
に
進
ん
だ
馳
は
構
讃
に
贋
い
す
る
が
、
ま
だ
そ
の
蹟
張
的
正
犯
概
念
の
理
論
づ
け
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

積
極
的
な
主
張
が
み
ら
れ
ず
、
規
範
的
な
思
考
は
ま
だ
素
朴
で
あ
る
。
『
自
然
主
義
的
な
存
在
の
考
察
法
（
塁
露
邑
ゆ
ω
静
魯
。
ω
a
冨
出
¢

　
　
　
　
（
九
）

一
旨
畠
葺
頗
）
』
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
ヘ
グ
ラ
ー
の
立
場
は
、
『
規
範
的
、
感
情
的
、
評
償
的
な
考
察
法
（
8
目
日
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

一
貯
ρ
Φ
日
呂
o
猛
5
ぽ
≦
。
吋
8
注
。
望
一
雷
畠
葺
凝
）
』
と
構
さ
れ
た
よ
う
に
、
正
犯
概
念
と
共
犯
概
念
の
把
握
に
つ
い
て
す
で
に
自
然
主

義
的
色
彩
を
沸
拭
し
、
規
範
的
な
方
向
を
た
ど
つ
て
い
る
鮎
で
劃
期
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
鑛
張
的
正
犯
論
の
先
駆
と
い
え
る
の

は
、
そ
の
慣
値
的
規
範
的
考
察
方
法
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ
の
優
越
性
説
に
よ
る
共
犯
論
は
、
櫨
張
的
正
犯
論
と
は
別
個
の
流
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
確
な
櫃
張
的
正
犯
論
の
出
現
は
、
や
は
り
、
下
つ
て
、
エ
ー
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
所
説
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
（
二
一
）

な
か
つ
た
。

（
一
）
拙
稿
、
構
成
要
件
論
と
問
接
正
犯
（
昭
和
三
三
年
）
早
稻
田
法
學
三
四
巻
一
二
一
冊
一
七
五
頁
以
下
、
と
く
に
二
〇
七
頁
以
下
参
照
。

（
二
）
古
く
問
接
正
犯
の
特
色
づ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
た
『
擬
制
的
（
浮
α
Q
一
R
旦
正
犯
』
の
概
念
お
よ
び
そ
の
名
構
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
看
取
し

　
う
届
。
缶
薦
○
蜜
逡
9
9
ぼ
ぼ
魯
号
ω
U
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9
ω
号
窪
ω
霞
織
話
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9
＞
島
・
」
o
。
β
ω
口
o
。
欝
な
お
そ
の
註
六
、
臣
ω
鼻
需
ぼ
ど
3
α
島



（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
V

（
七
）

U
Φ
葺
ω
昏
窪
ω
π
昏
①
。
募
る
虻
輿
＞
島
二
一
緯
9
ψ
8
9
な
お
、
頃
・
紹
①
戸
》
ζ
①
ω
ω
・
器
魯
Φ
Z
讐
ξ
山
霞
日
亀
塁
げ
B
ρ
邑
言
①
一
げ
巽
Φ
日
．
蓼
昏

の
。
冨
費
国
冷
葺
塁
守
o
誘
聾
貫
N
ω
爵
≦
臼
じd
山
雪
」
緯
9
ω
ふ
雪
参
照
。
問
接
正
犯
概
念
の
獲
生
史
に
關
す
る
詳
細
な
寂
述
と
し
て
は
、
大
塚
仁
、

問
接
正
犯
概
念
の
生
成
に
つ
い
て
（
昭
和
三
三
年
）
刑
事
法
學
の
基
本
問
題
（
上
）
二
四
三
頁
以
下
が
あ
る
。

　
＝
o
。
α
q
Φ
一
も
◎
勲
ρ
Go
ふ
㎝
汐
肉
・
＆
9
穿
匹
韓
一
く
震
富
＄
同
ぴ
Φ
α
Q
同
崖
9
α
ζ
一
一
且
蒔
暮
σ
q
帥
日
ω
o
＆
①
箆
①
一
蓉
）
N
望
≦
」
W
伊
8
∪
一
霧
8

ω
’
N
謡
、

　
拙
稿
、
問
接
正
犯
論
序
読
（
昭
和
三
二
年
）
早
稻
田
法
學
三
二
巻
三
・
四
冊
四
九
五
頁
以
下
参
照
。

　
リ
ス
ト
も
ま
た
、
前
駆
的
な
鑛
張
的
正
犯
論
を
主
張
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
霊
夷
ρ
O
R
導
○
階
露
①
臼
緯
R
訂
鴨
匡
量
山
餌
霞
留
霧

ω
。
房
即
鍔
凝
窃
欝
窪
署
霞
》
這
郵
○
っ
・
お
）
。
す
な
わ
ち
、
リ
ス
ト
は
い
う
『
他
人
を
道
具
と
し
て
利
用
し
こ
れ
を
通
し
て
實
行
行
爲
を
な
し
た

者
も
ま
た
、
正
犯
者
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
實
定
法
上
の
共
犯
概
念
に
よ
り
重
大
な
制
約
を
受
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
が
干
與
し
な
い
限

り
、
一
般
規
則
が
、
無
制
限
に
適
用
さ
れ
る
』
と
（
＜
、
ご
q
・
界
騨
騨
ρ
）
。
こ
の
横
張
的
正
犯
論
を
思
わ
せ
る
素
朴
な
表
現
が
、
の
ち
、
同
書

の
訂
補
者
工
1
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
つ
て
完
全
に
書
き
か
え
ら
れ
、
横
張
的
正
犯
論
の
完
全
な
表
現
に
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
ぼ
ω
撃

ω
魯
巨
無
雅
ぼ
訂
3
伽
8
0
Φ
g
。
つ
魯
窪
の
嘗
鳳
お
魯
貫
ま
．
》
島
。
」
器
押
ψ
麗
皐
。
参
照
）
。

　
ブ
ラ
ン
ト
お
よ
び
ヴ
ィ
ン
タ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
原
本
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
竹
田
直
李
、
正
犯
概

念
の
鑛
張
と
共
犯
概
念
の
鑛
張
（
昭
和
二
年
）
法
と
経
濟
五
巻
六
號
四
三
頁
以
下
、
大
塚
仁
、
問
接
正
犯
の
正
犯
性
ω
（
昭
和
二
八
年
）
刑
法

雑
誌
四
巻
二
號
五
三
頁
以
下
、
　
ζ
①
N
α
Q
R
‘
ω
跨
鋒
お
。
算
①
ぼ
寂
ぼ
ぴ
9
ダ
9
》
注
・
仁
濾
P
ψ
醤
ρ
》
昌
ヨ
・
岱
≦
o
篤
ω
g
養
畠
＃
一
渥
鶏

警
醇
島
の
巨
§
ま
鶏
①
↓
簿
R
の
。
一
霞
戸
ω
欝
貸
》
浮
‘
＝
。
器
9
一
8
S
ψ
。。
》
5
旨
。
ド
田
お
①
ω
曽
U
葭
α
q
。
α
q
窪
ゑ
受
一
α
Q
。
ω
蜜
民
α
段
い
。
ぼ
。

＜
o
臼
飢
〇
一
・
器
ロ
≦
Φ
詩
器
轟
ぎ
≦
坤
。
D
。
・
Φ
霧
魯
聾
§
傷
菊
Φ
畠
暮
話
。
冨
轟
」
W
①
幽
鼠
α
q
N
ξ
討
ぼ
。
＜
8
匹
R
司
似
醇
ω
。
冨
｛
計
ω
露
｛
尻
．
》
浮
こ

国
ω
ω
ω
w
這
G
。
磨
ψ
寅
か
ら
の
引
用
に
ょ
る
。

　
寓
の
α
q
一
①
5
浮
旨
≦
①
ω
g
餌
R
巨
詳
①
一
び
漢
。
p
癖
毎
ω
9
鉢
導
ぎ
9
。
寄
一
。
富
α
q
①
ユ
。
募
℃
目
麩
『
ぎ
8
暮
¢
魯
窪
短
畠
邑
。
び
⑦
p
窪
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一
8
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一

ω
．
ω
8
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鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯

一
〇
一
　
（
一
〇
一
）



　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
（
一
〇
二
）

　
（
八
）
竹
田
、
前
掲
四
四
頁
以
下
、
大
塚
、
前
掲
五
四
頁
。

　
（
九
）
　
ω
o
茜
8
p
。
り
孚
ρ
¢
お
●

　
（
一
〇
）
　
ω
①
茜
①
の
）
卑
●
些
O
●

　
（
一
一
）
　
ヘ
グ
ヲ
ー
の
見
解
は
、
む
し
ろ
、
行
爲
支
配
（
↓
逼
岳
R
湊
。
冨
ε
と
い
う
概
念
を
用
い
て
（
間
接
）
正
犯
と
共
犯
と
を
匠
別
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
説
1
こ
れ
は
、
と
く
に
近
時
目
的
的
行
爲
論
の
主
張
者
に
よ
つ
て
読
か
れ
た
ー
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
黙
に
關
し
て
は
後
述
す
る
。

　
（
一
二
）
　
ゆ
跨
斜
肉
窃
霞
捧
ユ
〈
R
§
儀
o
曇
o
霧
貯
醇
円
簿
震
8
『
緯
富
訂
鴨
凶
節
ω
霞
無
い
》
げ
げ
‘
寅
器
ど
お
器
｝
QD
。
康
●

　
二
　
鑛
張
的
正
犯
概
念
が
エ
τ
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
文
『
間
接
正
犯
』
の
中
に
誕
生
し
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
の
七
十
歳
誕
生
日
を
祝
賀
し
た
論
文
で
あ
る
だ
け
に
、
彼
は
、
こ
の
論
文
の
中
で
、
随
所
に
フ
ラ
ン
ク
の
所
読
を
引
需
し
つ
つ

筆
を
進
め
て
い
る
が
、
實
は
、
こ
の
論
文
こ
そ
、
因
果
論
に
立
脚
す
る
フ
ラ
ン
ク
の
正
犯
・
共
犯
論
へ
の
大
謄
な
挑
職
で
あ
つ
た
。
け
だ

し
、
因
果
論
こ
そ
、
規
範
主
義
的
思
想
の
克
服
す
べ
き
封
象
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
い
う
ー
フ
ラ
ン
ク
は
、
因
果
性
の
種
類
の
相
違
を
も
つ
て
正
犯
と
共
犯
と
を
匿
別
す
る
た
め
の
標
準
と
し
た
。
正
犯
は
原
因
を

置
く
も
の
で
あ
り
、
共
犯
は
軍
な
る
條
件
を
置
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
フ
ラ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
因
果
的
麹
黙
が
刑
法
上
の

概
念
を
獲
得
す
る
に
當
つ
て
決
定
的
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
因
果
的
思
想
を
首
尾
一
貫
徹
底
さ
せ
て
、
間
接
正

犯
は
結
果
犯
に
つ
い
て
の
み
可
能
で
み
り
、
畢
動
犯
に
つ
い
て
は
問
接
正
犯
は
排
斥
さ
れ
る
、
何
故
な
ら
、
畢
動
犯
の
實
行
行
爲
は
特
定

の
性
質
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
行
爲
に
因
果
的
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
（
コ
ン

メ
ン
タ
ー
ル
一
八
版
一
〇
九
頁
）
。
し
か
し
、
墾
動
犯
の
場
合
に
問
接
正
犯
を
否
認
す
る
と
し
た
ら
、
き
わ
め
て
重
い
利
盆
侵
害
が
あ
り
、

し
か
も
構
成
要
件
の
充
足
が
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
慮
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
結
果
に
な
つ
て
し
ま
う
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ク
は
、



問
接
正
犯
の
成
立
を
結
果
犯
の
み
に
限
る
わ
け
で
あ
る
が
、
結
果
犯
に
お
け
る
正
犯
者
が
構
成
要
件
的
結
果
を
（
蓮
法
・
有
責
に
）
惹
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

し
た
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
正
犯
は
構
成
要
件
か
ら
直
接
に
生
じ
、
間
接
正
犯
な
る
特
殊
な
構
造
は
不
必
要
と
な
つ
て
く
る
i
。

　
エ
ー
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
右
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ク
の
問
接
正
犯
論
に
お
け
る
問
題
黙
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
問
接
正
犯
は
も

ち
ろ
ん
共
犯
を
も
含
ん
だ
一
般
的
正
犯
概
念
U
鑛
張
的
正
犯
概
念
を
展
開
す
る
。
こ
の
場
合
に
採
用
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

法
盆
保
護
と
い
う
目
的
論
的
見
地
を
基
本
と
す
る
贋
値
的
規
範
的
考
察
方
法
で
あ
つ
た
。
『
刑
法
は
、
肚
會
侵
害
的
行
動
態
様
を
忌
避
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
法
盆
保
護
に
奉
仕
す
る
。
人
間
の
い
か
な
る
行
爲
が
、
そ
れ
を
抑
塵
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
刑
法
的
違
法
事
實
が
間

題
に
な
る
ほ
ど
有
害
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
立
法
者
が
刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
の
中
で
物
語
つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
構
成
要
件
は
、
從
つ

て
、
！
そ
の
特
殊
な
法
治
國
的
機
能
を
除
け
ぼ
ー
行
爲
の
類
型
を
示
す
こ
と
に
意
義
を
持
ち
、
且
つ
と
く
に
債
値
が
あ
り
從
つ
て
と

く
に
保
護
さ
る
べ
き
法
盆
を
侵
害
す
る
が
故
に
、
裁
到
所
か
ら
、
一
般
的
肚
會
侵
害
性
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
可

能
な
行
動
態
様
の
こ
の
よ
う
な
性
質
を
記
述
ま
た
は
説
明
す
る
た
め
に
、
立
法
者
は
刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
を
公
式
化
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
彼
は
、
法
盆
侵
害
に
關
す
る
償
値
到
断
を
知
ら
せ
、
裁
到
官
が
具
艦
的
行
爲
に
當
面
し
て
い
か
に
す
れ
ば
刑
法
的
慣
値
到
断
に

達
し
う
る
か
の
道
を
示
す
た
め
に
こ
れ
を
公
式
化
し
た
の
で
あ
る
。
贋
値
の
見
地
の
下
で
あ
る
行
動
態
様
に
決
定
的
な
特
徴
を
與
え
る
も

の
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
ひ
き
起
さ
れ
る
「
利
盆
侵
害
」
で
あ
り
、
そ
の
侵
害
の
う
ち
に
行
動
の
實
質
的
肚
會
侵
害
性
が
現
わ
れ
る
。
あ
る

行
動
が
一
定
の
身
髄
蓮
動
か
ら
成
り
、
あ
る
一
定
の
外
部
的
脛
過
を
た
ど
つ
て
、
一
定
の
形
態
で
現
實
化
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な

く
、
「
犯
罪
實
現
」
と
し
て
評
贋
さ
れ
う
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
一
定
の
利
盆
侵
害
を
示
す
こ
と
が
問
題
な
の
で

あ
る
。
「
正
犯
」
と
い
う
刑
法
的
無
贋
値
到
断
と
、
そ
れ
か
ら
結
果
と
し
て
生
ず
る
刑
法
的
責
任
と
は
、
と
も
に
、
原
則
と
し
て
、
こ
の

　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
間
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
（
一
〇
三
）



　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
〇
四
　
（
一
〇
四
）

よ
う
な
構
成
要
件
該
當
的
利
盆
侵
害
の
露
せ
ら
る
べ
き
行
動
を
と
つ
た
各
人
に
關
係
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
の
行
動
が
、
い
か
な
る
外
部

的
性
質
を
示
す
か
は
、
ど
う
で
も
よ
い
。
「
犯
罪
の
現
實
化
」
、
構
成
要
件
の
實
現
、
利
盆
侵
害
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
正
犯
概
念
を
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

す
る
に
當
つ
て
、
法
律
的
指
針
と
な
る
。
』
そ
れ
故
、
正
犯
と
は
構
成
要
件
を
實
現
し
た
者
、
實
質
的
に
い
え
ば
法
盆
侵
害
を
違
法
有
責

に
惹
起
し
た
す
べ
て
の
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
み
ず
か
ら
行
つ
た
か
、
他
人
が
行
う
よ
う
こ
れ
に
働
き
か
け
た
か
は
こ
の
場
合
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
正
犯
概
念
に
は
、
教
唆
犯
・
從
犯
も
ま
た
屍
す
る
の
で
あ
る
。
問
接
正
犯
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
も
、
い

　
　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
實
定
法
の
意
義
に
お
け
る
正
犯
は
、
實
定
法
上
共
犯
と
さ
れ
る
も
の
を
以
上
か
ら
除
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
す

（
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

る
。
こ
れ
が
彼
の
根
本
思
想
で
あ
る
。

（（（（（（六五四三二一
））））））

（
七
）

中
ω
魯
且
山
計
U
一
。
巨
け
邑
ぴ
帥
冨
浸
轟
の
9
聾
｝
閃
Φ
の
曹
び
①
律
菊
①
凶
嘗
餌
＆
＜
g
閃
壁
鼻
鋸
糞
刈
9
0
①
ぴ
o
器
藷
一
毘
画
這
ω
ρ
ω
」
。
。Q
融

　中

ω
畠
g
箆
計
勲
卑
。
P
ψ
に
O
い

国
9
ω
島
巨
衆
勲
勲
ρ
ω
」
一
鳶

　国D

ω
魯
ヨ
箆
計
騨
鉾
P
ψ
旨
O
●

　
国
9
ω
9
日
箆
ご
勲
勲
9
ω
●
一
一
Qo｛
’

　
最
近
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
立
法
論
上
の
問
題
と
し
て
雫
い
の
あ
つ
た
い
わ
ゆ
る
『
包
括
的
正
犯
者
概
念
（
偉
畿
霧
器
＆
段
日
警
段
幕
費
箆
）
』

ま
た
は
統
一
的
正
犯
者
概
念
（
田
浮
舞
器
8
3
お
H
誤
）
』
と
こ
の
援
張
的
正
犯
概
念
と
の
外
形
上
の
相
違
は
、
ま
さ
に
こ
の
瓢
に
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
前
者
は
、
正
犯
と
共
犯
と
の
問
に
所
爲
と
し
て
の
類
型
的
な
匠
別
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
前
者
に
も
と
づ
く
立
法
例
に
つ
い
て
は
、
齊

藤
金
作
、
主
醐
的
共
犯
論
と
共
犯
立
法
（
昭
和
三
二
年
）
刑
事
法
學
の
基
本
問
題
（
下
）
六
五
三
頁
以
下
に
く
わ
し
い
。

　
エ
ー
・
シ
ュ
、
・
・
ッ
ト
の
こ
の
見
解
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ま
た
、
口
ω
撃
ω
3
巨
費
零
ぼ
ぼ
号
留
の
じ
窪
警
び
象
ω
霞
緯
お
。
ぼ
ω
』
9
＞
島
‘



一
〇
認
ゆ
¢
器
①
笙
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
三
　
工
1
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
で
横
張
的
正
犯
概
念
を
主
張
し
、
し
か
も
全
刑
法
騰
系
内
に
こ
れ
を
整
序
し
た
の
は
、
メ
ツ
ガ
τ
で

あ
る
。
メ
ツ
ガ
τ
は
、
と
く
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
（
≦
ぎ
留
一
富
且
）
等
西
南
學
派
の
新
カ
ン
ト
哲
學
を
學
び
、
そ
の
影
響
を
受
け
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

っ
刑
法
髄
系
を
構
築
し
た
。
そ
の
規
範
主
義
的
思
惟
傾
向
が
蹟
張
的
正
犯
概
念
に
結
び
つ
い
た
の
も
、
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
同
じ
新
カ
ン
ト
哲
學
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
騰
系
構
築
の
方
法
に
お
い
て
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
と
決
定
的
に
異
る
こ
と
を

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
は
典
型
的
な
構
成
要
件
論
者
で
あ
る
。
行
爲
論
を
排
斥
し
、

構
成
要
件
該
當
性
を
犯
罪
概
念
の
第
一
要
素
と
し
、
軍
濁
の
既
途
犯
を
犯
罪
の
原
則
型
、
未
途
犯
・
共
犯
を
犯
罪
の
例
外
型
と
し
て
把
握

し
、
從
つ
て
未
途
犯
・
共
犯
の
規
定
を
刑
罰
擶
張
原
因
と
解
す
る
そ
の
思
惟
傾
向
は
、
メ
ツ
ガ
ー
の
そ
れ
と
は
本
質
的
な
瓢
に
お
い
て
異

る
。
メ
ツ
ガ
ー
は
、
む
し
ろ
、
新
構
成
要
件
論
者
と
で
も
い
う
べ
き
學
者
で
あ
る
。
構
成
要
件
概
念
を
類
型
的
機
能
と
い
う
面
で
重
硯
し

な
が
ら
行
爲
論
を
採
り
、
行
爲
概
念
を
基
底
と
し
て
犯
罪
概
念
の
構
築
を
は
し
め
、
構
成
要
件
は
こ
れ
を
違
法
類
型
と
し
て
蓮
法
性
の
分

野
に
没
入
せ
し
め
、
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
未
遂
犯
・
共
犯
に
も
既
途
犯
・
正
犯
と
李
等
な
可
罰
上
の
意
味
を
認
め
る
。
こ
の
見
解

は
、
す
で
に
、
い
わ
ゆ
る
構
成
要
件
論
に
は
厨
さ
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
艦
系
的
基
盤
の
上
に
立
つ
て
、
メ
ツ
ガ
ー
は
櫃
張
的
正
犯
概
念
を
主
張
す
る
。
彼
は
い
う
t
あ
ら
ゆ
る
刑
法
上

の
共
犯
論
の
學
問
的
出
護
黙
は
因
果
關
係
論
で
あ
る
。
因
果
關
係
の
思
想
は
、
共
犯
論
に
お
い
て
二
種
の
機
能
を
螢
む
。
第
一
は
積
極
的

な
機
能
で
あ
つ
て
、
正
犯
概
念
の
決
定
に
封
し
確
實
な
出
護
黙
を
與
え
る
。
第
二
は
浦
極
的
な
機
能
で
あ
つ
て
、
可
罰
的
共
犯
行
爲
の
領

　
　
　
蹟
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
（
一
〇
五
）



　
　
　
蹟
張
的
正
犯
論
と
間
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
（
一
〇
六
）

域
か
ら
結
果
に
封
し
因
果
の
關
係
に
立
た
な
い
一
切
の
も
の
を
分
離
す
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
の
領
域
に
お
い
て
も
、
結
果
に
封
し
因
果

の
關
係
に
立
た
な
い
あ
ら
ゆ
る
行
爲
を
責
任
か
ら
分
離
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
正
犯
者
と
し
て
も
、
ま
た
共
犯
者
と
し
て
も
、

結
果
に
樹
し
條
件
を
置
い
た
者
だ
け
が
庭
罰
さ
れ
う
る
。
結
果
莚
起
と
い
う
考
え
は
、
あ
ら
ゆ
る
刑
法
的
責
任
の
最
も
外
側
の
限
界
を
引

く
。
だ
が
し
か
し
、
因
果
的
に
同
償
値
な
も
の
が
直
ち
に
法
的
に
同
贋
値
な
の
で
は
な
い
。
因
果
的
思
惟
が
一
切
を
李
等
な
ら
し
め
る
と

こ
ろ
で
も
、
感
情
的
な
・
贋
値
的
な
思
惟
が
匿
別
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
故
、
結
果
の
相
異
る
條
件
が
因
果
的
に
同
慣
値
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
問
で
贋
値
を
異
に
す
る
關
與
形
式
を
認
め
る
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
匠
別
を
な
す
に

當
つ
て
問
題
と
な
る
の
は
純
法
律
的
な
評
債
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
も
つ
ぱ
ら
、
實
定
法
の
襯
黙
に
立
つ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
故
、
個
々
の
刑
法
上
の
共
犯
形
式
の
睡
別
に
封
し
て
は
「
事
物
の
本
質
」
か
ら
は
何
も
出
て
來
ず
、
因
果
關
係
か
ら
も
、

ま
た
從
厨
性
か
ら
も
、
何
の
結
論
も
出
て
來
な
い
。
共
犯
概
念
は
、
む
し
ろ
、
「
徹
頭
徹
尾
、
法
規
の
産
物
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
さ
に
、
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
い
み
じ
く
も
喝
破
し
た
と
お
り
で
あ
る
t
。

　
こ
の
よ
う
な
論
理
過
程
を
輕
て
、
メ
ツ
ガ
ー
は
櫃
張
的
正
犯
概
念
に
至
る
。
彼
は
い
う
『
正
犯
者
と
は
、
自
己
の
行
爲
に
よ
つ
て
構
成

要
件
の
實
現
を
惹
起
し
た
者
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
そ
の
動
作
が
教
唆
ま
た
に
幕
助
と
し
て
現
わ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
。
』
『
行
爲
が
結

果
に
つ
い
て
有
す
る
因
果
的
關
係
は
、
こ
こ
で
は
（
正
犯
概
念
に
つ
い
て
は
）
、
そ
の
積
極
的
機
能
を
醤
む
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
排

斥
す
る
旨
を
定
め
る
實
定
法
上
の
諸
事
由
が
存
し
な
い
限
り
、
行
爲
者
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
。
こ
の
主
張
は
、
客
襯
的
違
法
性
と
い

う
法
思
想
に
根
豫
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
構
成
要
件
該
當
的
・
客
灘
的
違
法
性
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
構
成
要
件
の
實

現
す
な
わ
ち
結
果
の
惹
起
が
、
客
翻
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
禁
令
に
有
責
に
違
反
し
た
者
は
、



原
則
と
し
て
、
（
不
法
の
行
爲
者
と
し
て
）
法
規
に
豫
告
さ
れ
た
刑
を
科
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
と
ご
と
く
、
刑
法
第
二
條
第
一

項
と
一
致
す
る
。
こ
の
結
果
の
共
同
惹
起
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
正
犯
者
の
責
任
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
、
胃
頭
に
提
示
し
た
假
定

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
常
に
、
刑
法
第
四
八
條
お
よ
び
第
四
九
條
で
も
つ
て
駁
論
し
う
る
。
何
故
な
ら
、
各
則
の
個
々
の
構
成
要
件
は
、

総
則
の
規
定
に
ょ
つ
て
ー
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
刑
法
典
第
四
七
條
以
下
で
ー
補
充
さ
れ
且
つ
決
定
的
な
影
響
を
受
け
る
か
ら
で

あ
る
。
刑
法
典
第
四
八
條
の
教
唆
犯
お
よ
び
第
四
九
條
の
從
犯
と
い
う
法
定
の
形
式
は
、
「
刑
罰
鑛
張
原
因
」
で
は
な
く
し
て
、
實
は

「
刑
罰
縮
小
原
因
（
ω
霞
鋒
。
ぎ
零
ぼ
ぎ
犀
琶
鳴
α
q
葺
注
①
）
」
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
然
ら
ざ
れ
ば
因
果
關
係
と
い
う
こ
と

か
ら
引
き
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
正
犯
者
の
刑
を
、
法
規
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
た
場
合
に
限
定
し
、
そ
し
て
他
の
庭
罰
形
式
を
そ
の
地
位
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
（
五
）

つ
か
し
め
る
か
ら
で
あ
る
』
と
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
所
読
の
中
に
、
典
型
的
な
撒
張
的
正
犯
論
の
公
式
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
）

（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）
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ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
の
他
、
鑛
張
的
正
犯
論
に
賛
成
す
る
も
の
と
し
て
は
、
U
8
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わ
が
國
に
横
張
的
正
犯
論
を
導
入
さ
れ
、
こ
れ
を
説
か
れ
る
の
は
、
竹
田
教
授
で
あ
る
。
竹
田
直
李
、
正
犯
概
念
の
横
張
と
共
犯
概
念
の
横

張
、
上
掲
（
な
お
同
教
授
の
立
命
館
學
叢
昭
和
八
年
四
、
六
、
一
〇
月
號
に
お
け
る
論
策
は
参
照
し
え
な
か
つ
た
）
。
ま
た
、
武
藤
文
雄
、
間
接

正
犯
論
の
最
近
の
獲
展
（
昭
和
九
年
）
法
學
志
林
三
六
巻
一
號
六
九
頁
以
下
、
二
號
八
二
頁
は
、
シ
ュ
、
・
・
ッ
ト
と
ヘ
グ
ラ
ー
を
合
し
た
見
解
を
示

横
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
（
一
〇
七
）



擾
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
（
一
〇
八
）

し
て
い
る
。
な
お
、
植
田
教
授
は
、
正
犯
概
念
の
鑛
張
に
は
反
封
さ
れ
る
が
、
構
成
要
件
の
鑛
張
的
解
繹
は
以
上
と
は
無
關
係
な
も
の
と
し
て
是

認
さ
れ
、
こ
れ
を
も
つ
て
共
犯
可
罰
性
の
根
嫁
と
す
る
特
異
な
共
犯
論
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る
（
植
田
重
正
、
共
犯
の
基
本
問
題
・
昭
和
二
七
年
・

二
〇
〇
頁
以
下
、
と
く
に
二
二
五
頁
、
壬
二
四
頁
）
。
こ
れ
と
同
一
方
向
に
あ
る
の
は
、
大
野
李
吉
、
共
犯
從
属
性
の
理
論
と
濁
立
性
の
理
論

（
六
）
（
昭
和
三
三
年
）
法
學
二
一
巻
四
號
八
頁
。

　
な
お
、
い
わ
ゆ
る
共
犯
濁
立
性
読
の
主
張
は
、
共
犯
者
の
行
爲
を
も
正
犯
者
の
行
爲
と
等
し
く
犯
罪
の
實
行
と
す
る
黙
で
、
蹟
張
的
正
犯
論
に

類
似
し
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
爾
者
の
基
盤
の
異
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
濁
立
性
説
の
う
ち
、
外
形
上
も
つ
と
も
横
張
的
正
犯

論
に
近
い
の
は
、
宮
本
教
授
の
主
張
で
あ
る
。
宮
本
英
脩
、
刑
法
學
粋
・
昭
和
六
年
・
三
九
二
頁
以
下
、
四
三
一
頁
。
濁
立
性
説
に
つ
い
て
は
、

別
に
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
四
　
以
上
の
所
読
を
要
約
し
て
み
る
と
、
鑛
張
的
正
犯
概
念
を
主
張
す
る
理
論
H
横
張
的
正
犯
論
と
は
、
『
自
己
の
手
に
よ
る
正
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

（
①
お
窪
匡
巳
蒔
。
↓
簿
霞
ω
畠
興
）
』
の
概
念
を
放
棄
し
、
構
成
要
件
お
よ
び
法
盆
侵
害
性
U
違
法
性
を
規
準
と
し
て
、
犯
罪
の
實
現
に
寄

與
し
た
と
評
慣
さ
れ
る
も
の
の
一
切
を
廣
く
正
犯
概
念
の
中
に
と
り
入
れ
、
も
つ
て
問
接
正
犯
な
る
翻
念
を
無
用
に
臨
せ
し
め
る
理
論
で

あ
る
。
そ
の
特
色
は
、
共
犯
も
結
果
惹
起
に
つ
き
相
當
因
果
關
係
を
有
す
る
か
ら
理
論
上
正
犯
で
あ
り
、
た
だ
法
規
に
よ
り
正
犯
の
刑
を

縮
小
さ
れ
實
定
法
上
正
犯
か
ら
睡
別
さ
れ
た
も
の
だ
、
と
す
る
黙
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
學
説
史
的
な
長
所
は
、
間
接
正
翌
の
基
礎
づ
け

　
　
　
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

に
つ
い
て
、
ま
た
從
属
性
の
思
想
に
よ
ら
ず
に
共
犯
の
可
罰
根
撮
を
読
明
す
る
黙
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

蹟
張
的
正
犯
論
に
封
す
る
非
難
は
敷
多
い
。
私
は
、
こ
こ
に
そ
の
一
々
を
畢
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
を
列

墾
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
　
（
1
）
　
構
成
要
件
は
、
類
型
化
さ
れ
た
『
利
盆
侵
害
』
（
蔓
冨
鰐
＄
ぽ
§
①
器
窪
お
H
毎
弩
農
窪
）
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鑛



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

張
的
正
犯
論
は
こ
れ
を
『
類
型
化
さ
れ
た
利
盆
』
の
侵
害
（
く
旦
。
薗
毒
伊
Q
蔓
官
の
騨
鐸
H
三
霞
霧
ω
窪
）
で
あ
る
と
す
る
。

　
（
2
）
撒
張
的
正
犯
論
は
、
結
果
惹
起
に
つ
き
相
當
因
果
關
係
を
有
す
る
行
爲
す
べ
て
に
構
成
要
件
該
當
性
を
認
め
る
結
果
、
罪
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

法
定
主
義
に
も
と
づ
く
刑
法
の
法
治
國
的
保
障
機
能
を
害
す
る
。

　
（
3
）
　
必
要
的
共
犯
の
一
方
の
み
を
庭
罰
す
る
旨
の
規
定
が
あ
る
場
合
、
横
張
的
正
犯
論
に
よ
れ
ば
、
他
方
も
ま
た
正
犯
と
し
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

方
と
同
等
に
慮
罰
す
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
法
律
の
趣
旨
と
合
致
し
な
い
。

　
（
4
）
　
憤
張
的
正
犯
論
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
に
封
す
る
故
意
の
甜
助
は
從
犯
規
定
に
よ
り
刑
を
減
輕
さ
れ
る
が
、
過
失
の
幕
助
は
從
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

で
な
く
間
接
正
犯
と
さ
れ
る
か
ら
、
刑
が
減
輕
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
つ
て
均
衡
を
失
す
る
。

　
（
5
）
法
律
は
、
教
唆
犯
の
刑
を
正
犯
の
刑
と
同
等
な
ら
し
め
て
い
る
。
そ
れ
故
、
教
唆
犯
の
規
定
は
、
正
犯
の
刑
を
縮
小
す
る
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

囚
と
し
て
は
た
ら
か
な
い
。

　
（
6
）
身
分
犯
は
身
分
者
の
か
が
犯
す
こ
と
の
で
き
る
犯
罪
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
身
分
者
が
身
分
者
を
教
唆
し
身
分
犯
を

犯
さ
し
め
た
場
合
、
非
身
分
者
は
教
唆
者
と
し
て
庭
罰
さ
れ
る
。
共
犯
規
定
は
、
こ
こ
で
は
、
刑
罰
縮
小
原
因
で
は
な
く
、
鑛
張
原
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
に
な
る
。

　
（
7
）
蹟
張
的
正
犯
論
に
よ
れ
ば
、
共
同
正
犯
は
刑
法
の
規
定
を
ま
た
ず
し
て
當
然
正
犯
と
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
從
つ
て
共
同
正
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

の
規
定
が
不
必
要
な
も
の
と
な
る
。

　
（
8
）
蹟
張
的
正
犯
論
に
よ
れ
ば
、
實
行
行
爲
概
念
が
横
張
さ
れ
る
結
果
、
教
唆
・
幕
助
も
犯
罪
の
實
行
と
さ
れ
、
途
に
は
共
同
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

犯
と
從
犯
、
豫
備
と
未
途
の
匠
別
も
不
可
能
と
な
る
。

　
　
搬
張
的
正
犯
論
と
間
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
（
一
〇
九
）



　
　
　
蹟
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
（
二
〇
）

　
　
（
9
）
　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
正
犯
と
共
犯
と
で
は
因
果
的
に
は
同
一
で
匠
別
が
な
い
が
、
規
範
的
に
は
匪
別
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
る

　
に
、
彼
は
、
同
時
に
、
正
犯
概
念
構
成
の
基
礎
を
構
成
要
件
の
横
張
的
解
繹
に
求
め
て
い
る
か
ら
、
彼
の
（
共
犯
を
も
含
め
た
）
正
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
）

　
概
念
そ
の
も
の
が
す
で
に
規
範
的
で
あ
り
、
從
つ
て
規
範
的
に
も
正
犯
と
共
犯
の
匠
別
を
な
く
し
て
い
る
。

　
　
（
1
0
）
　
横
張
的
正
犯
概
念
は
、
正
犯
を
論
ず
る
の
に
共
犯
概
念
を
前
提
と
す
る
が
、
正
犯
概
念
は
あ
く
ま
で
も
基
本
で
あ
り
、
濁
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

　
的
に
提
立
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
右
に
掲
げ
た
非
難
の
う
ち
、
最
大
の
も
の
は
（
1
）
お
よ
び
（
2
）
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
非
難
に
墾
し
て
は
、
メ
ツ
ガ
；
自
身
、

『
鑛
張
的
正
犯
概
念
に
い
う
正
犯
と
は
、
最
終
結
果
の
あ
ら
ゆ
る
惹
起
で
は
な
く
て
、
構
成
要
件
に
該
當
す
る
方
法
に
よ
る
、
い
い
か
え

れ
ば
構
成
要
件
に
規
定
さ
れ
た
性
質
・
態
様
を
件
う
招
來
に
よ
る
最
終
結
果
の
惹
起
の
み
を
い
う
。
（
中
略
）
そ
れ
故
、
い
わ
ゆ
る
積
張

的
正
犯
概
念
と
限
縮
的
正
犯
概
念
と
は
、
普
通
一
般
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
相
互
に
異
つ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
爾
者
に
唯
一

の
差
異
の
存
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
わ
ゆ
る
横
張
的
正
犯
概
念
が
正
犯
に
つ
き
本
來
的
に
は
自
手
實
行
に
よ
る
構
成
要
件
實
現
の
惹
起
を
要

求
せ
ず
、
む
し
ろ
個
別
的
に
限
界
が
箏
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
特
別
な
検
討
を
留
保
す
る
鮎
に
あ
る
。
』
從
つ
て
、
鑛
張
的
正
犯
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

に
よ
つ
て
も
構
成
要
件
の
保
障
機
能
は
守
ら
れ
る
と
辮
解
し
て
い
る
。

　
右
の
メ
ツ
ガ
ー
の
反
論
の
根
捺
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
蹟
張
的
正
犯
概
念
の
本
質
的
な
特
色
に
つ
い
て
、
學
者
は
、
普
通
一
般
に
、

（
1
）
に
掲
げ
た
ブ
ル
ン
ス
（
甲
馨
の
）
の
公
式
に
從
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
黙
に
關
し
て
は
、
メ
ツ
ガ
ー
の
辮
解
は
、
多
く
の
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

難
に
も
か
か
わ
ら
ず
當
を
得
た
も
の
と
解
し
て
妨
げ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
構
成
要
件
の
保
障
機
能
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
な

る
ほ
ど
、
横
張
的
正
犯
概
念
に
よ
つ
て
、
よ
り
多
く
の
も
の
が
正
犯
概
念
の
中
に
包
含
さ
れ
た
。
間
接
正
犯
・
共
犯
は
も
と
よ
り
、
ブ
ル



　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

ン
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
構
成
要
件
的
結
果
の
護
生
を
防
止
し
な
い
者
な
ど
が
こ
れ
に
當
る
。
構
成
要
件
實
現
の
内
容
は
、
横
張
的
正
犯

概
念
に
よ
つ
て
櫃
大
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
實
を
も
つ
て
た
だ
ち
に
構
成
要
件
の
保
障
機
能
が
害
さ
れ
た
と
解
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

は
早
計
で
は
あ
る
ま
い
か
。
構
成
要
件
の
持
つ
保
障
機
能
は
、
構
成
要
件
に
該
當
し
な
い
行
爲
を
犯
罪
と
せ
ず
、
ま
た
犯
罪
を
特
定
の
個

個
の
構
成
要
件
に
該
當
す
る
も
の
と
し
て
示
す
黙
に
そ
の
意
義
を
有
す
る
だ
け
で
あ
る
。
構
成
要
件
該
當
の
範
園
に
つ
い
て
は
、
構
成
要

件
自
膣
は
純
然
た
る
文
理
解
繹
以
上
の
何
も
の
を
も
示
さ
な
い
。
つ
ま
り
、
構
成
要
件
該
當
の
到
噺
の
標
準
は
、
學
理
に
よ
つ
て
任
意
に

與
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
ま
た
、
與
え
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
搬
張
的
正
犯
概
念
が
必
ず
し
も
構
成
要

件
該
當
性
を
有
し
な
い
も
の
を
有
す
る
と
し
た
り
、
甲
の
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
を
乙
の
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
な
り
と
し
た

り
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
從
つ
て
必
ず
し
も
構
成
要
件
の
保
障
機
能
を
害
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
べ
ー
ア
（
羅
ぼ
）

の
比
喩
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
構
成
要
件
と
い
う
『
格
子
（
9
け
葬
）
』
は
、
そ
の
幾
（
9
ま
璽
筈
⑦
）
こ
そ
ま
ば
ら
に
な
れ
、
格
子
自
髄
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
（
3
）
に
掲
げ
た
必
要
的
共
犯
に
關
す
る
非
難
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
各
則
の
規
定
は
’
般
の
必
要
的
共
犯
と
は
異
つ

て
他
方
を
無
罪
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
り
、
総
則
上
の
一
般
理
論
を
と
く
に
排
斥
す
る
も
の
と
解
す
れ
ぱ
よ
い
、
と
の
再
批
到
が

（
一
九
）

あ
り
、
鑛
張
的
正
犯
論
の
基
盤
を
ゆ
り
動
か
す
ほ
ど
の
非
難
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
（
4
）
な
い
し
（
7
）
の
、
共
犯
規
定

に
關
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
批
到
の
提
起
者
た
る
べ
ー
ア
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
些
細
な
矛
眉
、
あ
る
い
は
立
法
者
の
恣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

意
に
も
と
づ
く
も
の
、
と
し
て
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
（
8
）
な
い
し
（
10
）
に
あ
げ
ら
れ
た
三
つ
の
相
關
連
し
あ
う

批
到
に
つ
い
て
は
、
こ
の
學
説
の
根
本
を
突
い
た
も
の
と
し
て
、
充
分
な
考
慮
を
要
す
る
よ
う
に
思
う
。
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ

　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
（
二
一
）



鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯

一
一
二
　
（
一
一
二
）

と
に
し
よ
う
。

（
一
）

（
二
）

（
三
）

　　　
五四
）　）

（（七六
）） 　

正
犯
の
特
色
を
自
己
の
手
に
よ
る
實
行
と
み
る
傳
統
的
な
立
場
。
例
え
ば
ω
9
お
）
9
琶
紆
凝
。
留
ω
ω
富
ヰ
Φ
魯
貫
一
一
●
》
島
・
」
3
ρ
ψ
G
。
禽

冨
国
。
竃
昌
g
U
段
巴
一
α
q
①
筥
。
ぎ
o
↓
Φ
出
号
ω
α
Φ
g
の
3
窪
ω
賃
織
話
。
窪
の
」
O
昼
ψ
零
O
●

　
正
犯
に
つ
い
て
自
己
の
手
に
よ
る
實
行
の
概
念
を
守
り
、
他
方
、
共
犯
の
從
厩
性
に
つ
い
て
極
端
從
属
形
態
を
認
め
る
學
読
が
、
ド
イ
ッ
に
診

い
て
、
從
來
、
傳
統
的
立
場
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
學
説
に
よ
る
と
、
責
任
な
き
他
人
を
利
用
し
て
犯
罪
を
犯
す
場
合
は
共
犯
か
ら
排

斥
さ
れ
る
。
と
い
つ
て
こ
れ
を
正
犯
に
包
含
さ
せ
て
も
、
そ
れ
は
固
有
の
意
味
の
正
犯
と
同
化
せ
ず
、
依
然
異
質
的
で
あ
る
。
傳
統
的
立
場
は
、

問
接
正
犯
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
馳
で
困
難
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
鑛
張
的
正
犯
論
に
よ
れ
ば
、
構
成
要

件
を
實
現
し
た
も
の
の
う
ち
法
律
の
規
定
す
る
共
犯
以
外
は
す
べ
て
正
犯
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
間
接
正
犯
は
何
等
の
説
明
も
要
せ
ず
に

正
犯
と
さ
れ
、
そ
の
基
礎
づ
け
は
容
易
と
な
つ
た
。

　
從
來
の
傳
統
的
立
場
に
よ
れ
ぱ
、
犯
罪
の
原
型
は
自
己
の
手
に
よ
る
正
犯
で
あ
り
、
共
犯
の
責
任
は
正
犯
の
責
任
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の

と
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
支
配
し
て
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
共
犯
從
罵
性
の
思
想
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鑛
張
的
正
犯
論
に
よ
れ
ば
、

共
犯
も
ま
た
構
成
要
件
を
實
現
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
か
ら
、
共
犯
の
責
任
は
自
己
自
身
の
行
爲
に
も
と
づ
く
も
の
と
な
り
、
從
属
性
は
軍
に
共

犯
の
外
部
的
特
色
を
あ
ら
わ
す
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
つ
た
。

　
㌍
目
鉾
内
葺
評
傷
忠
い
①
ぼ
①
〈
o
ヨ
↓
讐
び
Φ
。
。
欝
且
口
Q
ω
ρ
ω
。
㎝
ω
。

　
多
く
の
學
者
の
提
起
し
た
非
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
毎
ω
る
如
・
ρ
ω
ふ
R
N
冒
目
R
ザ
9
琶
留
欝
浮
ぽ
9
貫
↓
巴
器
げ
ヨ
Φ
一
①
ぼ
9
N
望
譲
。

ω
些
参
お
鐸
ψ
酵
瀧
川
幸
辰
、
改
訂
犯
罪
論
序
説
（
昭
和
二
七
年
）
二
二
頁
、
一
二
六
頁
、
瀧
川
春
雄
、
教
唆
と
問
接
正
犯
（
昭
和
二

七
年
）
刑
事
法
講
座
三
巻
四
七
八
頁
、
大
塚
仁
、
問
接
正
犯
の
正
犯
性
（
一
）
、
上
掲
五
八
頁
。

　
瀧
川
幸
辰
、
前
掲
一
二
六
頁
。

　
ω
讐
詳
勲
帥
●
ρ
ψ
O
Qo噂



（
八
）
　
○
声
｛
蟄
U
o
ぎ
鉾
内
旨
謎
号
①
切
o
ヨ
震
ざ
薦
窪
旨
国
匹
ヨ
q
巳
ζ
o
轟
g
ω
霞
織
器
号
戸
這
じ
。
ρ
N
Qり
け
≦
・
ω
山
』
押
Qo
」
置
訂
ゆ
似
ぼ
る
如
●
ρ

　
　
ω
。
㎝
O
曝

（
九
）
　
い
憩
α
Q
ρ
騨
㊤
9
ψ
ω
縛
巧
色
N
鼻
O
霧
O
Φ
g
ω
3
Φ
ω
霞
臥
お
o
算
9
＞
¢
炉
一
3
9
Gっ
．
Q
o
9

（
一
〇
）
　
bu
笛
汀
）
騨
勲
○
●
ω
。
①
O
■
な
お
の
猛
｛
豊
U
O
げ
尽
’
帥
騨
ρ
ω
。
一
試
●

（
一
一
）
　
切
簑
ロ
9
費
勲
ρ
ψ
9
沖
ゆ
碑
ぼ
“
勲
勲
ρ
ψ
曾
中

（
一
二
）
植
田
重
正
、
共
犯
の
基
本
問
題
（
昭
和
二
七
年
）
二
二
四
頁
以
下
。

（
一
三
）
小
野
清
一
郎
、
構
成
要
件
理
論
の
一
研
究
（
昭
和
七
年
）
法
學
協
會
雑
誌
五
〇
巻
九
號
一
六
六
頁
、
大
塚
仁
、
問
接
正
犯
の
正
犯
性
（
一
）
、

　
　
上
掲
五
九
頁
。

（　（　（　（　（　（　（

〇九八七六五四
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）

　
　
　
現
行
法
の
一

　
五
　
鑛
張
的
正
犯
論
に
封
す
る
多
敷
の
非
難
の
う
ち
、

す
る
こ
と
の
で
き
る
亀
の
で
あ
つ
た
。

結
果
に
封
し
て
相
當
條
件
を
有
す
る
一
切
の
行
爲
を
卒
等
に
構
成
要
件
實
現
行
爲
と
す
る
が
、

　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
閲
接
正
犯

竃
Φ
N
α
q
Φ
び
臣
需
色
げ
貸
①
↓
讐
Φ
鵠
o
『
線
一
自
⇒
山
お
o
ぼ
ω
註
山
ユ
α
q
①
。
。
工
き
α
巴
P
お
ω
ρ
N
ω
併
≦
。
ゆ
山
■
O
ρ
ψ
O
零
い

同
趣
旨
、
植
田
、
前
掲
二
三
二
頁
以
下
。

じご

H
q
o
即
m
■
費
○
・
⑦
O
①
9

同
趣
旨
『
お
ρ
騨
勲
ρ
Gり
“
器
。
植
田
、
前
掲
二
一
八
頁
以
下
。

ω
艶
ヌ
勲
p
O
●
GD
。
鶉
晦

植
田
、
前
掲
二
二
〇
頁
以
下
。

盟
ξ
帥
』
・
Q
ψ
鵠
酔
な
お
、
メ
ツ
ガ
ー
は
、
の
ち
、
本
文
（
6
）
に
掲
げ
た
非
難
を
正
當
と
認
め
、
鑛
張
的
正
犯
概
念
を
是
認
す
る

　
　
　
つ
の
例
外
的
場
合
で
あ
る
と
す
る
（
ζ
①
N
α
q
9
幹
且
一
魯
ぎ
。
F
S
》
島
・
」
⑩
紹
ω
』
漣
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
大
部
分
は
、
以
上
に
考
慮
し
た
よ
う
に
、
當
を
得
ぬ
も
の
、
ま
た
は
看
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
横
張
的
正
犯
論
に
封
し
て
は
、
ま
だ
重
要
な
非
難
が
残
つ
て
い
る
。
鑛
張
的
正
犯
論
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
で
は
構
成
要
件
實
現
行
爲
の
内
部
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
　
（
一
一
三
）



　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
（
一
一
四
）

實
質
的
に
實
行
行
爲
と
非
實
行
行
爲
、
未
途
と
豫
備
、
正
犯
と
共
犯
を
匿
別
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
、
と
い
う
非
難
が
こ
れ
で
あ
る
。

こ
の
非
難
の
當
否
を
論
ず
る
に
は
、
ま
ず
、
蹟
張
的
正
犯
論
以
前
の
傳
統
的
立
場
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
傳
統
的
立
場
に
お
い
て
未
途
と
豫
備
、
正
犯
と
共
犯
と
の
匠
別
の
標
準
と
さ
れ
て
い
た
の
は
『
實
行
行
爲
（
＞
霧
即
ぼ
自
α
Q
。
。
ざ
＆
ξ
轟
）
』

の
概
念
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
實
行
行
爲
が
刑
法
各
本
條
よ
り
得
ら
れ
る
特
別
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
少
く
と
も
客
観
説
の
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
學
説
も
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
論
以
前
の
因
果
關
係
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
つ
た
。
た
だ
こ
の
實
行
行
爲
と
非
實
行
行
爲
と
の
匠
別
の
標
準
を
構
成
要
件
そ
の
も
の
に
求
め
る
か
、
起
因
力
の

相
違
に
求
め
る
か
に
從
つ
て
、
形
式
的
客
齪
説
と
、
實
質
的
客
翻
説
の
差
異
が
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
が
、
こ
の
差
異
は
こ
こ
で
は

ひ
と
ま
ず
問
題
と
な
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
實
行
行
爲
が
構
成
要
件
該
當
行
爲
な
い
し
は
構
成
要
件
的
行
爲
を
意
味
し
、
そ
れ
自
身
で

は
構
成
要
件
に
該
當
し
な
い
豫
備
行
爲
、
共
犯
行
爲
を
排
斥
す
る
概
念
で
あ
る
と
す
る
黙
で
、
從
來
學
説
の
一
致
を
み
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
從
來
の
考
え
方
に
お
い
て
は
『
構
成
要
件
の
實
現
』
、
『
構
成
要
件
該
當
行
爲
』
、
『
實
行
行
爲
』
、
『
正
犯
』

は
す
べ
て
等
し
く
、
こ
れ
ら
の
も
の
と
非
構
成
要
件
該
當
行
爲
、
非
實
行
行
爲
た
る
『
共
犯
』
と
は
相
封
立
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
傳
統
的
立
場
は
、
櫃
張
的
正
犯
論
に
そ
の
ま
ま
受
容
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
横
張
的
正
犯
論
は
、
前
述
の
よ

う
に
、
構
成
要
件
的
結
果
に
封
し
相
當
條
件
を
置
い
た
す
べ
て
の
行
爲
者
を
理
論
上
一
慮
正
犯
と
し
、
こ
れ
か
ら
共
犯
を
差
引
い
た
残
り

を
實
定
法
上
の
正
犯
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
的
結
果
に
翼
し
相
當
條
件
を
置
い
た
す
べ
て
の
者
を
理
論
上
正
犯

と
み
る
こ
と
の
基
礎
は
、
い
つ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
構
成
要
件
の
鑛
張
的
解
繹
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
構
成
要
件
的
結
果
の
す



ぺ
て
の
惹
起
を
構
成
要
件
の
實
現
と
み
る
披
張
的
解
繹
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
、
從
來
の
間
接
正
犯
、
共
犯
を
も
含
ん
だ
一
般
的
正
犯
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
は
常
に
搬
張
的
に
解
繹
さ
れ
た
ま
ま
の
姿
を
と
つ
て
お

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
構
成
要
件
の
中
核
た
る
と
こ
ろ
の
動
詞
は
、
常
に
、
自
己
の
手
に
よ
る
行
爲
も
、
責
任
無
能
力
者
を
利
用
し
て
な
す

行
爲
も
、
責
任
能
力
者
を
教
唆
し
て
な
す
行
爲
を
も
含
ん
だ
も
の
と
解
繹
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
も
し
從
來
の
よ
う
に
實
行
行

爲
の
概
念
を
構
成
要
件
的
行
爲
の
意
味
に
用
い
る
と
し
た
ら
、
實
行
行
爲
は
共
犯
行
爲
を
も
含
ん
だ
も
の
と
な
り
、
從
來
の
よ
う
に
正
犯

と
共
犯
と
を
匠
別
す
る
標
準
た
る
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
鑛
張
的
正
犯
論
の
當
然
の
蹄
結
で
あ
る
と
思
う
。

　
し
か
し
、
現
實
に
撒
張
的
正
犯
論
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な
編
結
と
は
異
る
よ
う
で
あ
る
。
エ
ー
・
シ
ュ
、
・
・
ッ
ト
の
所

読
に
お
い
て
實
行
行
爲
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
充
分
に
明
瞭
で
は
な
い
。
強
い
て
推
察
す
れ
ば
、
彼
の
實
行
行
爲
は
傳
統
的
立
場
に
お

け
る
と
同
様
に
、
未
途
と
豫
備
、
共
同
正
犯
と
從
犯
と
を
匠
別
す
る
の
に
用
い
る
『
構
成
要
件
該
當
行
爲
』
と
一
致
す
る
も
の
の
よ
う
で

　
（
三
）

あ
る
。
同
様
な
こ
と
が
、
メ
ツ
ガ
了
の
主
張
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、
實
行
概
念
を
『
構
成
要
件
行
爲
の
企
行
』
と
し
て
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

解
し
、
構
成
要
件
的
行
爲
の
有
無
を
も
つ
て
共
同
正
犯
と
從
犯
の
匠
別
の
標
準
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
も
し
假
に
メ
ツ
ガ
耳
の
い
う
よ
う
に
、
構
成
要
件
的
行
爲
す
な
わ
ち
實
行
行
爲
が
正
犯
と
共
犯
と
を
分
つ
標
準
だ
と
す
れ
ば
、

第
一
に
、
構
成
要
件
實
現
行
爲
に
は
構
成
要
件
的
行
爲
と
非
構
成
要
件
的
行
爲
、
實
行
行
爲
と
非
實
行
行
爲
と
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
り
、

構
成
要
件
に
二
義
が
存
す
る
こ
と
と
な
つ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
二
に
、
構
成
要
件
的
行
爲
が
本
來
的
濁
自
的

に
共
犯
行
爲
と
劃
立
し
て
提
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
横
張
的
正
犯
論
を
主
張
し
た
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
も
し
逆
に
、
績
張
的
正
犯
論
の
論
理
的
蹄
結
と
し
て
、
實
行
行
爲
を
廣
く
共
犯
行
爲
を
も
含
ん
だ
も
の
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
を
實

　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
間
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
（
二
五
）



　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
（
一
一
六
）

現
す
る
一
切
の
行
爲
と
解
す
る
な
ら
ば
、
實
行
行
爲
は
す
で
に
正
犯
と
共
犯
と
を
匠
別
す
る
標
準
た
る
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

く
な
り
、
そ
の
標
準
は
何
等
か
他
の
も
の
、
例
え
ぼ
行
爲
者
の
主
翻
な
ど
に
こ
れ
を
求
め
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
か
、

戦
後
の
メ
ッ
ガ
ー
は
、
鑛
張
的
正
犯
論
を
守
り
。
つ
つ
こ
の
標
準
を
行
爲
者
の
主
翻
に
求
め
、
正
犯
者
意
思
、
從
犯
者
意
思
の
有
無
を
も
っ

て
正
犯
、
共
犯
を
匠
別
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。
論
理
一
貫
し
た
攣
説
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
前
述
（
8
）
お
よ
び
（
9
）
の
非
難
、
す
な
わ
ち
横
張
的
正
犯
論
は
實
行
行
爲
概
念

の
鑛
張
を
蹄
結
と
す
る
結
果
、
正
犯
と
共
犯
の
匠
別
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
非
難
は
、
確
か
に
、
エ
τ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
以
前
の
メ
ツ

ガ
ー
に
は
妥
當
す
る
。
そ
こ
で
は
、
正
犯
と
共
犯
と
の
匪
別
が
實
行
行
爲
概
念
を
標
準
と
し
て
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

最
近
の
メ
ツ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
爾
者
の
唾
別
の
標
準
を
行
爲
者
の
主
襯
に
求
め
る
見
解
に
封
し
て
は
、
こ
の
非
難
は
安
當
し
な
い
。
そ
こ

で
は
、
構
成
要
件
お
よ
び
實
行
行
爲
を
廣
狭
二
義
に
用
い
る
と
い
う
以
前
の
過
誤
は
犯
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
こ
の
よ

う
に
横
張
的
正
犯
論
が
正
犯
と
共
犯
と
の
匠
別
の
標
準
を
行
爲
者
の
主
翻
に
求
め
る
い
わ
ゆ
る
主
翻
的
共
犯
論
に
蹄
着
す
る
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

こ
れ
に
封
し
て
は
、
主
襯
的
共
犯
論
に
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
様
々
の
批
到
が
そ
の
ま
ま
投
げ
與
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
櫃
張
的
正
犯
論
に
封
す
る
非
難
は
、
も
ち
ろ
ん
以
上
に
蓋
き
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
、
最
後
に
、
前
述
（
1
0
）
の
非
難
に
も
關
係
す

る
こ
と
で
あ
る
が
、
横
張
的
正
犯
論
に
封
し
、
そ
れ
は
正
犯
と
共
犯
と
の
問
の
實
質
的
相
違
を
没
却
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
批
到
を
掲
げ

た
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
亥
章
に
お
い
て
、
横
張
的
正
犯
論
に
も
と
づ
く
間
接
正
犯
論
を
概
翻
し
た
あ
と
で
、
こ
れ
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

（
一
）
　
因
果
關
係
論
の
代
表
的
主
張
者
と
さ
れ
る
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
T
（
虫
同
犀
ヨ
畠
霞
）
も
そ
う
で
あ
つ
た
。
な
お
、
彼
に
よ
れ
ば
、
實
行
行
爲
を
構
成



　
要
件
的
行
爲
（
鼻
び
霞
包
象
。
訂
竪
＆
ξ
廊
）
と
解
し
た
學
者
は
、
ス
チ
ュ
f
ベ
ル
（
ω
葺
げ
卑
d
げ
段
恥
窪
凝
ま
婁
螢
＆
山
段
く
R
ぼ
Φ
。
ぽ
P

　
　
一
〇
。
o
伊
吻
摺
QD
』
F
）
で
あ
り
、
以
後
著
名
な
學
者
は
同
様
な
見
解
を
維
持
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
虫
詩
目
2
貫
望
①
零
ぼ
の
＜
o
昌
飢
震
↓
色
壼
甲

　
　
目
Φ
唇
島
島
Φ
零
9
苗
嘆
＆
崔
・
轟
餌
霧
O
の
三
ω
島
窪
幻
皿
魯
茜
豊
魯
貫
一
〇
。
O
ρ
ω
る
舞
齊
藤
金
作
謹
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
客
翻
的
共
犯
論
『
共

　
　
犯
理
論
の
研
究
』
（
昭
和
二
九
年
）
四
六
九
頁
参
照
。

（
二
）
　
も
つ
と
も
、
結
果
に
封
す
る
因
果
關
係
の
有
無
は
た
だ
ち
に
そ
の
條
件
設
定
者
の
正
犯
性
す
な
わ
ち
そ
の
責
任
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
、

　
　
と
し
て
鑛
張
的
正
犯
論
を
批
到
す
る
の
は
、
霊
凝
ρ
勲
鉾
ρ
ψ
曽
中

（
三
）
　
団
’
ω
o
『
ヨ
圃
α
ゴ
勲
勲
○
・
Go
●
一
GQ
N
｛
参
昭
…
。

（
四
）
　
豫
備
行
爲
と
匪
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
實
行
行
爲
に
つ
き
ζ
o
N
α
q
9
羅
ぼ
筥
魯
ψ
ω
○
。
ω
．
共
犯
行
爲
と
匠
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
そ
れ

　
　
に
つ
き
、
騨
塑
9
ψ
吟
瞳
●

（
五
）
同
じ
く
實
行
行
爲
概
念
を
も
つ
て
正
犯
概
念
の
要
素
と
し
な
い
・
エ
ー
ダ
ー
は
、
教
唆
犯
を
問
接
正
犯
か
ら
匿
別
す
る
標
準
は
何
も
な
い
と
し

　
　
て
、
教
唆
犯
を
も
正
犯
中
に
包
撮
す
る
『
排
他
的
正
犯
者
概
念
（
象
匡
臣
ω
写
R
6
聾
段
訂
鴨
築
）
』
を
唱
え
て
い
る
（
知
o
＆
9
国
路
一
霧
の
貯
R

　
　
a
「
鶏
叶
①
鴨
『
の
α
q
ユ
融
仁
嶺
江
〕
≦
劉
毛
回
ユ
血
ヒ
p
α
○
鎚
口
口
ω
o
p
山
Φ
旨
餌
Φ
ロ
犀
戸
N
Qo
汁
Z
＜
。
ω
些
ぴ
P
一
■
㊤
㎝
8
ω
・
N
ω
Oo
）
。

（
六
）
齊
藤
金
作
、
共
犯
理
論
の
研
究
（
昭
和
二
九
年
）
三
三
頁
滲
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
蹟
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯

　
岬
　
間
接
正
犯
の
理
論
は
、
と
ぐ
に
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
問
接
正
犯
の
正
犯
性
、
第
二
は

そ
の
非
共
犯
性
で
あ
る
。
從
來
の
理
論
が
問
接
正
犯
に
つ
い
て
苦
慮
し
た
の
は
、
前
者
の
、
正
犯
性
を
い
か
に
基
礎
づ
け
る
か
と
い
う
問

題
で
あ
つ
た
。
こ
の
黙
に
お
い
て
、
横
張
的
正
犯
論
の
功
績
は
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
鑛
張
的
正
犯
論
は
、
少
く
と
も
論
理
的
に
は
、
問

　
　
　
横
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
（
一
一
七
）



　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
（
一
一
八
）

接
正
犯
の
正
犯
性
を
完
全
に
基
礎
づ
け
蓋
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
果
惹
起
に
封
す
る
因
果
關
係
が
、
一
様
に
、
匠
別
な
く
、
各
條
件
の

正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
自
己
の
手
に
よ
る
結
果
惹
起
も
、
他
人
を
利
用
し
て
の
結
果
惹
起
も
、
と
も
に
等
し
く
正
犯
と
さ
れ

る
。
從
つ
て
、
他
人
を
利
用
す
る
も
の
の
う
ち
共
犯
を
除
い
た
淺
り
の
結
果
惹
起
が
、
問
接
正
犯
と
し
て
正
犯
中
に
留
保
さ
れ
る
の
は
當

然
の
事
理
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
貼
の
み
に
つ
い
て
い
え
ば
、
績
張
的
正
犯
論
は
、
間
接
正
犯
の
正
犯
性
を
理
論
づ
け
る
の

に
成
功
し
た
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
、
問
接
正
犯
の
非
共
犯
性
と
い
う
黙
に
つ
い
て
み
て
も
、
搬
張
的
正
犯
論
は
、
こ
れ
ま
た
、
論
理
的
に
は
す
ぐ
れ
た
見
解
を
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
横
張
的
正
犯
概
念
か
ら
特
定
の
標
準
に
も
と
づ
い
て
共
犯
を
除
外
す
る
と
、
こ
こ
に
間
接
正
犯
を
も
含
ん
だ
い

わ
ば
狭
義
の
正
犯
が
生
ま
れ
、
問
接
正
犯
と
共
犯
と
の
境
界
は
、
も
つ
ぱ
ら
共
犯
概
念
の
範
園
に
從
つ
て
決
定
さ
れ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ

る
。
從
來
の
よ
う
に
、
正
犯
共
犯
が
お
の
お
の
そ
の
實
艦
を
持
ち
相
封
立
す
る
結
果
、
そ
の
問
に
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
中
問
物
が
生
じ

た
り
す
る
可
能
性
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
馳
で
も
、
鑛
張
的
正
犯
論
は
、
少
く
と
も
論
理
的
に
は
明
快
な
見
解
を
う
ち
樹
て
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
問
接
正
犯
の
理
論
上
の
問
題
は
、
以
上
の
正
犯
性
・
非
共
犯
性
の
論
謹
に
墨
き
る
。
し
か
し
、
實
務
上
の
問
題
は
、
こ
れ
で
お
わ
つ
た

わ
け
で
は
な
い
。
間
接
正
犯
と
共
犯
と
の
實
際
上
の
匠
別
が
、
さ
ら
に
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
間
接
正
犯
の
範
園
に
關
す
る
問

題
が
こ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
馳
に
關
す
る
メ
ツ
ガ
ー
の
見
解
に
は
攣
化
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
横
張
的
正
犯
か
ら
共
犯

を
匪
別
す
る
彼
の
標
準
が
法
律
の
改
正
に
件
つ
て
攣
化
し
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
見
解
を
前
後
期
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
に
っ
い
て
問
接
正
犯
の
範
園
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。



　
二
　
ま
ず
、
メ
ツ
ガ
ー
の
前
期
の
見
解
を
み
よ
う
。
こ
こ
に
前
期
と
は
、
一
九
四
三
年
の
ド
ィ
ッ
刑
法
改
正
に
至
る
ま
で
の
時
期
を
い

う
。
と
く
に
そ
の
『
刑
法
・
教
科
書
（
ω
霞
9
。
富
。
夏
望
昌
胃
ぼ
ξ
9
）
』
第
一
ー
三
版
、
お
よ
び
刑
事
法
雑
誌
第
五
二
巻
に
登
載
さ
れ
た

論
丈
『
問
接
正
犯
と
遽
法
行
爲
（
峯
ぎ
一
富
お
癖
毎
の
魯
9
一
g
＆
お
。
ぼ
塁
感
蒔
窃
頃
㊤
注
。
ぎ
）
』
に
あ
ら
わ
れ
た
見
解
を
指
す
。
一
九

四
三
年
以
降
は
後
期
と
し
、
後
ほ
ど
鰯
れ
る
こ
と
と
す
る
。
も
つ
と
も
、
前
後
期
を
通
じ
て
、
彼
の
間
接
正
犯
論
が
蹟
張
的
正
犯
概
念
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
攣
り
は
な
い
。
た
だ
、
共
犯
規
定
の
改
正
に
件
つ
て
、
共
犯
と
く
に
教
唆
犯
と
間
接
正
犯
と
の
匠
別
に

關
し
從
來
の
読
を
改
め
ざ
る
を
え
な
く
な
つ
た
た
め
、
正
犯
概
念
そ
の
も
の
に
も
本
質
的
な
黙
で
攣
化
を
生
じ
、
さ
ら
に
そ
の
範
園
に
も

異
動
を
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
前
後
期
の
相
違
は
、
概
略
的
に
い
う
と
、
前
期
に
お
け
る
客
観
的
見
解
が
後
期
に
至
つ

て
主
観
的
な
も
の
に
修
正
さ
れ
た
と
い
う
馳
に
存
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
爾
者
の
差
異
を
際
立
て
る
こ
と
は
止
め
き
前
期
の
見
解
に

つ
い
て
た
だ
そ
の
輪
郭
を
示
す
に
止
め
よ
う
と
思
う
。

　
問
接
正
犯
の
範
園
に
つ
い
て
、
メ
ツ
ガ
ー
は
、
從
來
の
學
読
と
同
様
、
被
利
用
者
が
道
具
と
さ
れ
る
そ
の
限
界
を
説
い
て
こ
れ
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
は
、
（
一
）
責
任
な
く
行
爲
す
る
道
具
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
被
利
用
者
が
責
任
能
力
を
訣
き
、
故
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

ま
た
は
過
失
な
く
行
爲
し
、
あ
る
い
は
責
任
阻
却
事
由
に
よ
り
責
任
な
し
と
さ
れ
る
場
合
が
こ
れ
に
當
る
。
責
任
能
力
の
瓢
に
つ
い
て
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ξ
　
　
　
　
（
三
）

定
法
上
の
例
外
を
な
す
の
が
少
年
裁
到
所
法
で
あ
る
こ
と
、
一
身
的
刑
罰
阻
却
事
由
が
こ
の
場
合
に
は
責
任
阻
却
事
由
と
同
様
に
と
り
扱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

わ
れ
る
こ
と
、
た
だ
し
被
利
用
者
の
側
に
お
け
る
刑
罰
冤
除
事
由
あ
る
い
は
訴
追
條
件
の
存
在
は
問
接
正
犯
の
成
否
に
影
響
が
な
い
こ
と

に
つ
い
て
、
彼
は
、
と
く
に
解
説
を
加
流
て
い
る
。

　
問
接
正
犯
の
成
立
す
る
第
二
の
場
合
は
、
（
二
）
構
成
要
件
該
當
的
・
違
法
に
行
爲
し
な
い
道
具
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
種
を
の

　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
九
　
（
一
一
九
）



　
　
　
横
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
一
〇
　
二
二
〇
）

場
合
が
あ
り
う
る
が
、
と
く
に
、
（
1
）
　
道
具
が
違
法
で
な
く
（
適
法
に
）
行
爲
し
た
場
合
に
は
、
間
接
正
犯
は
成
立
し
な
い
、
と
す
る

の
が
メ
ツ
ガ
ー
の
前
期
に
お
け
る
見
解
で
あ
る
。
彼
は
、
緊
急
欺
態
を
招
來
し
危
難
に
陥
つ
た
者
（
乙
）
を
し
て
防
衛
行
爲
の
前
に
被
害

者
（
丙
）
を
艶
さ
し
め
た
者
（
甲
）
に
つ
き
問
接
正
犯
が
成
立
す
る
か
否
か
を
論
じ
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
ヒ
ッ
ペ
ル
（
＜
●
震
署
ε
の
見

（
五
）
　
　
　
　
（
六
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

解
に
反
封
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
の
ち
、
た
だ
ち
に
ヘ
グ
ラ
ー
（
＝
。
α
q
一
8
か
ら
反
論
を
受
け
た
の
で
、
彼
は
、
こ
れ
に
慮
ず
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

前
記
論
文
『
問
接
正
犯
と
違
法
行
爲
』
を
も
の
し
、
重
ね
て
適
法
行
爲
を
利
用
す
る
問
接
正
犯
は
あ
り
え
な
い
旨
詳
論
し
て
い
る
。
そ
の

理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
違
法
性
の
阻
却
さ
れ
る
被
利
用
者
の
所
爲
を
利
用
す
る
背
後
者
の
行
爲
は
、
當
該
違
法
阻
却
事
由
の
性
質
の
い

か
ん
に
從
つ
て
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
さ
れ
る
行
爲
を
利
用
し
た
も
の
と
さ
れ
（
例
え
ば
強
制
歌
台
ヒ
態
、
緊
急
歌
態
、
違
法
拘
束
命
令
の

場
合
）
、
あ
る
い
は
直
接
正
犯
と
考
え
ら
れ
る
　
（
例
え
ば
正
當
防
衛
の
場
合
）
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
や
や
強
引
な
立
論
と
も
み
ら
れ
る

が
、
間
接
正
犯
の
本
質
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
た
だ
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
後
年
彼
が
こ
の
結
論
を
撤
回
す
る
に
當
つ
て
、

右
に
あ
げ
た
理
由
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
な
く
、
別
な
観
鮎
か
ら
説
を
改
め
て
し
ま
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
遺
憾
の
意
を
表
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
2
）
　
い
わ
ゆ
る
『
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
具
（
菩
ω
一
畠
邑
○
器
の
3
δ
の
窃
≦
。
降
器
話
）
』
を
利
用
す
る
場
合
、
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
。
主
齪
的
違
法
要
素
の
研
究
に
つ
い
て
造
詣
の
深
い
メ
ツ
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
、
主
観
的
違
法
要
素

の
側
か
ら
い
よ
い
よ
強
固
に
確
立
し
た
と
い
つ
て
よ
い
。
た
だ
、
前
期
の
メ
ツ
ガ
丁
が
、
後
期
と
異
り
、
い
わ
ゆ
る
『
故
意
あ
る
常
助
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

具
（
3
一
8
＄
の
魯
竈
窪
－
≦
専
ζ
。
轟
）
』
の
翻
念
を
認
め
な
か
つ
た
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
意
あ
る
幕
助
道
具
と
は
、

『
完
全
な
故
意
を
持
ち
、
同
時
に
主
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
傾
向
、
意
圖
等
を
持
つ
て
行
爲
を
企
行
す
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

る
が
、
正
犯
者
故
意
が
な
く
、
所
爲
を
輩
に
「
他
人
」
の
轄
助
者
と
し
て
途
行
し
よ
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
』
者
を
い
う
。
主
翻
的
共
犯



論
を
と
り
、
正
犯
と
共
犯
と
の
匠
別
に
つ
い
て
『
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
』
『
他
人
の
た
め
に
す
る
意
思
』
と
い
う
主
灘
的
標
準
を
用

い
る
以
上
認
め
ざ
る
を
え
な
い
観
念
で
あ
つ
て
、
帝
國
裁
到
所
の
到
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
前
期
の
メ
ツ
ガ
ー
は
、
前
述
の
よ

う
に
客
麟
的
共
犯
論
を
と
る
か
ら
、
當
然
こ
の
よ
う
な
翻
念
は
否
定
せ
ね
ぼ
な
ら
な
か
つ
た
。
後
述
す
る
後
年
の
彼
の
見
解
と
比
較
す
る

レ
．
興
味
深
い
論
黙
で
あ
る
。

　
（
三
）
範
二
は
身
分
犯
（
ω
・
＆
。
a
象
琶
に
お
い
て
身
分
者
が
非
身
分
者
を
利
用
し
た
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
ツ
ガ
ー
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
）

い
わ
ゆ
る
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
の
場
合
に
間
接
正
犯
を
認
め
る
。
背
後
に
あ
る
身
分
者
が
教
唆
も
し
く
は
幕
助
し
た
に
す
ぎ
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

き
で
も
止
犯
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
横
張
的
正
犯
論
よ
り
す
る
徹
底
し
た
結
論
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
限
縮
的
正
犯
概
念

を
認
め
、
共
犯
規
定
を
刑
罰
撒
張
原
因
ま
た
は
構
成
要
件
修
正
形
式
と
解
す
る
限
り
で
は
、
こ
の
場
合
に
正
し
い
理
由
づ
け
を
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
、
通
常
の
身
分
犯
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
『
自
手
犯
（
。
蒔
聲
葱
＆
蒔
霧
U
象
葬
）
』
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
）

（
二
）

（（四三
）） 　

竃
o
N
α
q
①
ぴ
一
①
一
員
ゴ
。
ダ
お
ω
ド
ω
麻
認
南

　
當
時
の
少
年
裁
到
所
法
（
甘
α
q
窪
凝
Φ
ユ
魯
薦
窃
爵
）
第
四
條
に
よ
れ
ば
、
直
接
實
行
者
た
る
少
年
が
、
同
法
第
二
條
第
三
條
に
よ
つ
て
責
任

能
力
を
有
し
な
い
場
含
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
教
唆
・
甜
助
し
た
成
人
に
は
教
唆
犯
・
從
犯
の
成
立
が
あ
り
、
問
接
正
犯
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

と
な
つ
て
い
た
（
竃
臼
α
q
Φ
誤
騨
。
●
騨
○
’
ψ
参
O
参
照
）
。

　
家
Φ
N
α
q
の
詳
勲
斜
○
。
Gっ
。
“
ω
O
。

　
ζ
o
鑛
Φ
さ
騨
勲
ρ
ψ
窃
ピ

鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
（
ご
一
一
）



（　（　（
七六五
）　）　）

パ　パ　　　パ　　　　　　
一一一一一九八
四三二一〇）））　 ）　 ）　 ）　 ） 鑛

張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
（
二
一
二
）

　
＜
。
霞
隠
①
戸
∪
①
g
ω
3
Φ
。
。
ω
窪
国
ヰ
Φ
o
ぼ
一
一
；
這
ω
ρ
ψ
ミ
一
｛
◎

　
冨
①
N
α
q
g
餌
■
。
m
●
○
・
ψ
島
象
》
昌
ヨ
」
。

　
匡
Φ
α
q
一
Φ
昌
ζ
一
瞥
琶
訂
お
↓
緯
①
お
。
『
餌
津
ぴ
Φ
一
巳
。
ま
お
。
ぼ
ω
惹
象
一
α
Q
①
ヨ
＝
餌
＆
①
ぼ
臨
震
ζ
一
雰
①
一
巷
R
。
。
O
p
冒
瀬
馨
α
q
魯
Φ
h
貫
霞
o
訂
巳
ω
魯
鼠
爵

豊
ω
①
ヨ
Φ
ヨ
刈
9
0
0
び
ξ
婁
お
ψ
一
〇
ω
ρ
¢
竃
卑
な
お
、
ヘ
グ
フ
ー
に
は
、
以
前
に
N
β
匡
≦
①
器
昌
似
震
筥
響
色
訂
お
⇒
↓
舞
①
震
号
鉱
F
ぎ
幻
虫
－

。
房
α
Q
9
魯
謎
嘆
畏
一
2
ヨ
号
9
ω
魯
9
ヵ
9
ぼ
ω
一
Φ
ぴ
Φ
P
ω
飢
ふ
」
総
P
¢
ω
8
中
な
る
論
文
が
あ
り
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
．
優
越
性
説
に
つ
い
て
は
、

前
段
九
九
頁
、
武
藤
文
雄
、
間
接
正
犯
論
の
最
近
の
護
展
（
上
）
、
上
掲
七
四
頁
以
下
、
大
塚
仁
、
間
接
正
犯
の
正
犯
性
（
一
）
、
上
掲
四
七
頁
以

下
参
照
。

　
竃
o
N
α
Q
Φ
昌
ζ
葺
Φ
ヲ
舘
o
日
簿
o
お
o
プ
鎌
戸
ψ
縄
O
卑

　
ζ
Φ
N
α
q
9
い
Φ
ぼ
『
。
ダ
ψ
爲
刈
。

せ
る
と
す
る

ζ
Φ
N
α
q
Φ
き
鉾
鋤
・
○
。
ω
．
含
堕

ζ
o
N
α
Q
①
き
鎚
。
些
O
●

ζ
Φ
囲
角
）
”
●
勲
○
。
¢
富
P

ζ
①
N
α
q
g
勲
勲
ρ
曽
》
旨
ヨ
一
〇。
参
照
。

エ
ー
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
法
規
自
身
が
例
外
を
規
定
し
な
い
限
り
、

　
　
　
（
国
．
ω
魯
巨
豊
餌
。
卑
●
○
．
ω
●
旨
o。
）
。

墾
動
犯
、
自
手
犯
を
も
含
め
た
一
切
の
犯
罪
が
問
接
正
犯
に
よ
つ
て
犯

　
三
　
次
に
、
メ
ツ
ガ
ー
の
後
期
の
見
解
を
み
よ
う
。
こ
こ
に
後
期
と
は
、
一
九
四
三
年
の
刑
法
改
正
以
降
の
時
期
を
い
う
。
改
正
の
直

後
に
出
版
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
刑
法
綱
要
（
U
①
器
9
8
ω
藍
ヰ
。
。
言
田
b
9
琶
段
也
』
第
三
版
、
『
教
科
書
の
補
足
的
考
察
』
と
い
う

副
題
の
つ
い
た
戦
後
の
小
珊
子
『
刑
法
解
繹
學
の
現
代
的
方
向
（
蜜
。
号
誉
。
≦
。
o
Q
。
伍
震
の
霞
鋒
9
ぼ
a
畠
白
9
蒔
）
』
、
戦
後
版
を
重
ね



た
『
刑
法
．
総
則
（
ω
冥
鋤
お
。
茸
り
≧
凝
。
ヨ
巴
莞
殴
↓
①
芦
国
ぎ
の
葺
象
窪
ξ
。
ダ
歴
為
・
》
島
謎
o
）
』
、
あ
る
い
は
『
ラ
イ
．
フ
チ
ッ
ガ
ー
・

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
　
（
寂
甘
N
蒔
震
国
。
ヨ
8
窪
窮
）
』
第
七
版
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
た
彼
の
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
期
に
お
け
る
彼
の
見

解
と
は
到
然
匠
別
さ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
四
三
年
五
月
二
九
日
の
改
正
法
律
に
よ
つ
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
共
犯
規
定
に
は
重

要
な
改
正
が
加
え
ら
れ
た
。
第
五
〇
條
第
一
項
の
規
定
の
新
設
が
こ
れ
で
あ
る
。
同
項
は
い
う
『
敷
人
が
あ
る
所
爲
に
加
捲
し
た
場
合
、

そ
の
各
人
は
他
人
の
責
任
に
か
か
わ
り
な
く
自
己
の
責
任
に
從
つ
て
慮
罰
さ
れ
る
』
と
。
い
わ
ゆ
る
共
犯
の
從
属
性
に
關
す
る
規
定
で
あ

る
。
從
來
の
共
犯
規
定
に
は
、
共
犯
の
從
属
性
を
定
め
た
も
の
は
な
く
、
た
だ
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
、
從
犯
を
定
義
す
る
規
定
が
そ
れ
ぞ

れ
正
犯
者
の
『
可
罰
的
行
爲
（
弩
母
冨
冨
国
p
⊃
且
一
目
α
q
）
』
を
前
提
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
學
読
は
こ
ぞ
つ
て
、
共
犯
の
成
立
に
は

正
犯
の
完
全
な
犯
罪
性
、
す
な
わ
ち
正
犯
行
爲
の
構
成
要
件
該
當
性
、
違
法
性
、
有
責
性
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
法
規
は
い
わ
ゆ
る
極
端

從
属
形
態
に
よ
る
從
厨
性
を
認
め
る
も
の
と
解
し
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
一
九
四
三
年
の
改
正
以
降
、
法
規
は
共
犯
の
成
立
に

つ
き
正
犯
の
有
責
性
を
要
求
し
な
い
こ
と
を
明
文
を
も
つ
て
規
定
し
た
。
い
わ
ゆ
る
制
限
從
属
形
態
が
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
共
犯
規
定
の
改
正
に
、
メ
ツ
ガ
ー
の
攣
読
の
根
擦
が
見
出
さ
れ
る
。

　
從
來
、
問
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
の
匪
別
は
、
被
利
用
者
の
責
任
の
有
無
に
從
つ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
と
く
に
、
被
利
用
者
が
故
意
の
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

任
を
有
す
る
か
否
か
に
よ
つ
て
、
あ
る
い
は
道
具
と
な
り
、
あ
る
い
は
被
教
唆
者
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
，
し
か
る
に
、
改
正
さ
れ
た

共
犯
規
定
に
よ
れ
ば
、
教
唆
犯
の
成
立
に
は
必
ず
し
も
正
犯
の
責
任
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
責
任
な
き
正
犯
に
封

す
る
教
唆
犯
が
成
立
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
と
、
從
來
の
匠
別
の
標
準
を
も
つ
て
し
て
は
教
唆
犯
と
問
接
正
犯
と
の
問
に
差
別
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
以
上
が
、
お
そ
ら
く
は
メ
ツ
ガ
ー
の
攣
説
の
根
撮
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
共
犯
を
も
つ
て
『
徹
頭
徹
尾

　
　
　
鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三
　
（
二
一
三
）



　
　
　
蹟
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
（
一
二
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

法
規
の
産
物
』
で
あ
る
と
し
、
共
犯
規
定
に
よ
つ
て
の
み
正
犯
か
ら
厘
別
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
メ
ツ
ガ
ー
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
共
犯

成
立
の
範
園
が
法
規
に
よ
り
攣
更
さ
れ
た
場
合
、
問
接
正
犯
の
範
園
に
も
異
動
を
來
す
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
今
や
彼
は
從
來
の
客
翻
的

立
場
を
棄
て
て
主
観
的
見
解
へ
と
走
つ
た
。
す
な
わ
ち
い
う
『
問
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
は
、
今
日
決
定
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
制
限
從

属
性
の
枠
内
に
お
い
て
は
、
正
確
に
同
じ
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
う
る
。
爾
者
の
差
異
は
、
從
つ
て
、
内
的
に
　
（
主
翻
的
に
）
、
　
い
い
か
え

れ
ば
問
接
正
犯
者
ま
た
は
教
唆
者
、
「
道
具
」
ま
た
は
被
教
唆
者
の
意
思
方
向
に
求
め
ら
れ
且
つ
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ

う
な
理
由
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
も
は
や
も
つ
ぱ
ら
「
客
翻
的
」
共
犯
論
を
も
つ
て
し
て
は
、
現
行
法
を
読
明
し
審
す
こ
と
が
で
き
な
く

　
　
　
　
　
　
（
三
）

な
つ
た
の
で
あ
る
』
。

　
し
か
ら
ば
、
い
か
な
る
主
灘
的
要
素
に
よ
つ
て
彼
は
問
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
を
匠
別
し
た
か
。
正
犯
と
共
犯
と
を
主
齪
的
要
素
に
よ
つ

て
匠
別
す
る
の
は
主
観
的
共
犯
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ
の
主
翻
的
共
犯
論
が
す
で
に
帝
國
裁
到
所
到
事
ブ
ー
り
ー
（
＜
、
ω
貫
一
）
に
よ

つ
て
禮
系
づ
け
ら
れ
、
帝
國
裁
到
所
は
も
ち
ろ
ん
、
戦
後
の
連
邦
裁
到
所
に
よ
つ
て
も
維
持
さ
れ
績
け
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で

　
（
四
）

あ
る
。
こ
こ
で
爾
者
の
匠
別
の
標
準
と
し
て
用
い
ら
れ
℃
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
な
く
、
ア
ニ
ム
ス
公
式
と
し
て
知
ら
れ
た
も
の
、
す
な

わ
ち
『
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
ー
正
犯
者
意
思
（
き
首
参
睾
。
δ
密
）
』
と
『
他
人
の
た
め
に
す
る
意
思
　
　
從
犯
者
意
思
（
餌
艮
ヨ
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

ω
o
＆
ご
と
の
封
比
で
あ
つ
た
。
メ
ツ
ガ
ー
は
、
か
つ
て
は
こ
の
ア
ニ
ム
ス
公
式
の
不
當
を
非
難
し
て
い
た
が
、
主
翻
的
見
地
に
立
た
ざ
る

を
え
な
く
な
つ
た
今
、
彼
の
蹄
着
し
た
の
は
、
皮
肉
に
も
、
こ
の
ア
ニ
ム
ス
公
式
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
。
彼
は
い
う
『
わ
れ
わ
れ
は
、

「
自
己
の
も
の
と
し
て
の
」
（
す
べ
て
の
形
態
に
お
け
る
正
犯
）
も
し
く
は
「
他
人
の
も
の
と
し
て
の
」
（
教
唆
犯
お
よ
び
從
犯
）
所
爲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

意
欲
と
い
う
公
式
か
ら
出
護
す
る
。
』
『
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
主
観
的
な
出
獲
黙
を
用
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
個
々
の
加
澹



形
式
（
一
方
に
お
い
て
正
犯
と
共
同
正
犯
ー
他
方
に
お
い
て
教
唆
犯
と
從
犯
）
を
匠
劃
す
る
に
當
つ
て
客
観
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
用

を
な
さ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
「
正
犯
者
意
思
」
と
い
う
主
翻
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
並
ん
で
、
必
要
且
つ
放
棄
す
べ
か
ら
ざ
る
も

の
た
る
、
正
犯
概
念
の
客
観
的
性
質
を
持
つ
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
一
方
に
お
け
る
正
犯
行
爲
の
構
成
要
件
該
當
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

他
方
に
お
け
る
結
果
の
共
同
惹
起
の
必
要
性
が
こ
れ
で
あ
る
』
。
さ
ら
に
『
行
爲
者
が
「
何
を
」
意
欲
し
た
か
は
も
ち
ろ
ん
問
題
と
な
る

が
、
こ
の
意
欲
の
内
容
は
客
襯
的
な
評
償
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
行
爲
者
が
い
か
な
る
主
翻
的
意
味
を
そ
の
行
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

に
添
加
し
た
か
、
で
は
な
く
し
て
、
行
爲
者
の
欲
求
し
た
も
の
が
い
か
な
る
客
麟
的
意
味
を
持
つ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
』
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

う
に
、
彼
は
、
正
犯
と
共
犯
と
の
匠
別
に
つ
い
て
主
翻
説
に
ご
く
近
い
一
種
の
折
衷
読
を
と
り
、
そ
の
結
果
、
間
接
正
犯
の
定
義
お
よ
び

そ
の
概
念
の
範
園
に
つ
い
て
攣
更
を
來
す
こ
と
と
な
つ
た
。

　
ま
ず
、
一
般
的
正
犯
概
念
で
あ
る
。
彼
は
い
う
『
正
犯
者
と
は
、
正
犯
者
意
思
を
も
つ
て
構
成
要
件
該
當
の
形
態
に
お
い
て
所
爲
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

い
、
そ
の
あ
る
い
は
起
る
べ
き
結
果
を
惹
起
す
る
者
で
あ
る
』
。
彼
の
正
犯
概
念
が
依
然
と
し
て
櫃
張
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

　
　
（
一
二
）

で
も
な
い
。
が
、
今
や
共
犯
と
封
立
し
た
も
の
と
し
て
正
犯
を
説
く
場
合
に
は
『
正
犯
者
意
思
を
も
つ
て
（
昌
一
↓
聾
①
暑
三
窪
）
』
と
い

う
主
翻
的
要
素
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
に
な
つ
た
黙
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
正
犯
の
鶴
念
は
、
そ
の
ま
ま
間
接
正
犯

に
も
あ
て
は
ま
る
が
、
間
接
正
犯
は
、
こ
の
う
ち
『
あ
る
犯
行
の
構
成
要
件
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
道
具
と
し
て
の
あ
る
他
人
を
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

自
己
の
た
め
に
行
わ
し
め
る
』
と
い
う
種
微
表
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ぼ
、
道
且
ハ
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
要
素
が
敷
え
ら
れ
た
か
。
道
具
に
つ
い
て
、
ま
ず
（
一
）
故
意
の
欠
訣
が
敷
え
ら
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
（
一
四
）

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
重
要
な
の
は
、
（
二
）
正
犯
者
意
思
を
持
た
ず
に
行
爲
し
た
者
が
常
に
道
具
に
敷
え
ら
れ
る
鮎
で
あ
る
。
メ
ッ
ガ

　
　
　
櫃
張
的
正
犯
論
と
間
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
（
一
二
五
）



　
　
　
擾
張
的
正
犯
論
と
間
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
一
六
　
（
一
二
六
）

1
は
、
こ
の
よ
う
な
道
具
を
『
故
意
あ
る
道
具
』
の
一
種
と
解
し
、
い
わ
ゆ
る
『
目
的
な
き
故
意
あ
る
道
且
ハ
』
は
あ
る
い
は
こ
れ
に
『
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ニ
ハ
）

似
し
た
』
も
の
で
あ
る
と
し
、
あ
る
い
は
前
者
の
『
下
位
形
態
（
d
艮
＆
自
旨
）
』
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
と
き
、
い
わ

ゆ
る
『
故
意
あ
る
搦
助
道
具
（
3
一
8
窃
○
魯
ま
窪
－
≦
。
詩
器
轟
）
』
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
道
具
に
は
正

犯
者
意
思
は
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
が
從
犯
者
意
思
は
排
斥
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
完
全
な
犯
罪
性
を
備
え
た
者
、
す
な
わ
ち

從
犯
と
し
て
慮
罰
さ
れ
る
者
も
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
從
つ
て
、
こ
れ
を
利
用
す
る
間
接
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
）

當
然
で
あ
る
。
こ
の
蹄
結
は
、
メ
ツ
ガ
ー
の
以
前
の
見
解
と
矛
盾
す
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
卒
直
に
攣
説
を
表
明
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。

　
間
接
正
犯
の
成
立
す
る
第
三
の
場
合
は
、
（
三
）
身
分
犯
に
お
い
て
道
具
に
身
分
の
訣
け
た
場
合
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
以
前
の
説
と

攣
り
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
以
上
と
逆
の
場
合
、
す
な
わ
ち
非
身
分
者
が
身
分
者
を
道
具
と
し
て
身
分
犯
を
犯
す

場
合
の
取
扱
い
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
關
し
、
メ
ツ
ガ
ー
は
、
身
分
犯
を
本
來
的
身
分
犯
（
。
蒔
窪
象
畠
。
ω
o
＆
段
弩
四
h
翼
）
と
非
本
來
的

身
分
犯
（
暮
。
お
窪
象
9
の
ω
o
＆
塞
賃
⇔
幽
藝
）
と
に
分
ち
、
本
來
的
身
分
犯
す
な
わ
ち
行
爲
者
關
係
的
（
憂
Φ
お
魯
毒
留
莞
）
身
分
犯
に

お
い
て
は
、
非
身
分
者
は
輩
濁
正
犯
者
た
り
え
ず
、
ま
た
問
接
正
犯
者
、
共
同
正
犯
た
り
え
な
い
が
、
非
本
來
的
身
分
犯
す
な
わ
ち
結
果

關
係
的
（
震
鼠
鴨
ひ
Q
3
琶
留
器
）
身
分
犯
に
お
い
て
は
、
非
身
分
者
は
軍
濁
正
犯
者
た
り
え
な
い
が
、
問
接
正
犯
者
ま
た
は
共
同
正
犯
者

た
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
し
た
。
雨
身
分
犯
の
匠
別
は
、
結
局
解
繹
問
題
に
露
着
す
る
が
、
前
者
の
例
は
刑
法
第
三
四
八
條
（
公
務
員
の

無
形
偶
造
罪
）
に
お
け
る
公
務
員
た
る
身
分
、
後
者
の
例
は
第
一
七
六
條
第
二
號
（
精
神
病
の
婦
女
等
姦
淫
罪
）
に
お
け
る
男
性
た
る
身

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
）

分
が
こ
れ
に
當
る
と
す
る
。
新
ら
し
い
、
非
常
に
興
味
あ
る
見
解
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
最
後
に
、
（
四
）
道
具
の
行
爲
に
は
必
ず
し
も
違
法
性
を
要
し
な
い
、
他
人
の
適
法
行
爲
を
利
用
す
る
間
接
正
犯
も
あ
り
う
る
、
と
し



た
黙
に
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
黙
に
關
し
て
メ
ツ
ガ
ー
と
ヘ
グ
ヲ
ー
と
の
問
に
論
雫
が
交
さ
れ
、
本
問
を
否
定
す
る
た
め
に
メ
ツ
ガ
ー
が

わ
ざ
わ
ざ
論
文
を
も
の
し
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
メ
ツ
ガ
ー
は
以
前
の
説
を
改
め
た
。
そ
の
決
定
的
な
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
）

由
は
『
刑
法
第
五
三
條
の
正
當
防
衛
を
行
爲
者
の
防
衛
意
思
に
依
存
さ
せ
る
必
要
』
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
以
前
は
、

正
當
防
衛
の
成
立
に
は
防
衛
意
思
の
存
在
は
不
必
要
で
あ
る
と
し
、
行
爲
の
客
翻
的
目
的
は
注
目
さ
れ
る
と
し
て
も
、
行
爲
者
の
主
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
）

目
的
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
い
う
純
客
翻
的
立
場
を
と
つ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
の
ち
『
ド
イ
ッ
刑
法
綱
要
』
第
三
版
以
降
こ
の
見
解
を

（
二
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
）

改
め
、
帝
國
裁
到
所
の
到
例
と
共
に
防
衛
意
思
の
存
在
の
必
要
を
認
め
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
嫁
に
っ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
と
も
あ
れ
正
當
防
衛
が
防
衛
意
思
の
存
在
に
依
存
す
る
と
解
せ
ら
れ
た
以
上
、
他
人
の
正
當
防
衛
を
利
用
す
る
問
接
正

犯
が
成
立
可
能
と
な
つ
て
く
る
。
け
だ
し
『
防
衛
意
思
を
有
す
る
「
道
具
」
は
適
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
問
接
正
犯
者
は
、
防
衛
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
四
）

思
を
持
た
な
い
と
す
れ
ば
違
法
に
、
從
つ
て
可
罰
的
に
行
爲
し
た
こ
と
に
な
る
』
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
違
法
な
ら
ざ
る
行
爲
を
利

用
す
る
間
接
正
犯
が
、
以
前
の
強
力
な
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
以
上
が
、
後
期
に
お
け
る
メ
ツ
ガ
ー
の
問
接
正
犯
論
の
概
観
で
あ
る
。
メ
ツ
ガ
ー
の
刑
法
理
論
は
、
戦
後
、
目
的
的
行
爲
論
の
影
響
を

受
け
て
か
、
全
艦
と
し
て
み
る
と
主
翻
的
要
素
を
よ
り
重
硯
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
間
接
正
犯
論
の
攣
遷
も
、
そ
の
理
論
全
艦
の
主
翻
化

の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
問
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
の
匠
別
の
標
準
、
故
意
あ
る
幕
助
道
具
の
翻
念
、
適
法
行
爲
を
利

用
す
る
問
接
正
犯
の
可
能
性
、
い
ず
れ
も
主
灘
的
要
素
を
重
覗
す
る
こ
と
の
錨
結
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
一
）
　
前
段
一
一
九
頁
参
照
。

　
鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯

一
二
七
　
（
二
一
七
）



　　　　ハ　ハ　ハ　ハ
七六五四三二）　）　）　）　）　）

鑛
張
的
正
犯
論
と
間
接
正
犯

ハ　　　ハ
ー九八
0）））

一
二
八
　
（
一
二
八
）

　
前
段
一
〇
六
頁
参
照
。

　
竃
Φ
N
α
q
Φ
昌
ζ
○
号
旨
①
≦
①
α
q
①
山
段
ω
霞
節
ヰ
Φ
o
冨
巴
○
α
Q
ヨ
鋒
界
一
霧
ρ
ω
・
賠
．

　
齊
藤
金
作
、
共
犯
理
論
の
研
究
、
二
七
頁
参
照
。

　
齊
藤
、
前
掲
二
三
頁
以
下
参
照
。

　
客
Φ
N
α
q
o
さ
い
①
ぼ
ぼ
。
F
ω
■
》
q
山
＝
一
濾
ρ
ψ
魔
Go
。

　
ζ
。
お
9
鼠
o
号
旨
Φ
斗
①
α
q
P
ω
』
㊤
・
メ
ツ
ガ
ー
の
探
用
す
る
ア
ニ
ム
ス
公
式
の
詳
細
は
、
ω
窪
駄
器
。
買
だ
≧
一
鴨
奪
Φ
剛
ロ
R
↓
亀
も
ぎ
ω
日
・

毎
磐
薯
o
ダ
S
毘
q
山
ご
ご
鴇
、
QD
．
旨
黛
い
Φ
首
N
蒔
段
内
O
B
3
Φ
葺
費
の
S
》
仁
山
」
這
お
曽
ω
。
旨
一
憾

　
い
Φ
首
臥
α
Q
段
因
○
日
ヨ
①
馨
畦
一
ω
●
曽
q

　
ζ
Φ
N
α
q
R
〕
ζ
＆
Φ
讐
①
≦
の
α
q
P
ψ
8
。

　
　
メ
ッ
ガ
ー
み
ず
か
ら
い
う
『
わ
が
共
犯
論
の
叙
述
に
つ
き
確
定
す
べ
き
は
、
個
々
の
共
犯
形
態
の
正
し
い
匿
劃
は
、
た
だ
、
主
観
的
要
素
と

客
翻
的
要
素
と
を
結
合
し
た
も
の
に
よ
つ
て
の
み
獲
得
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
』
と
（
零
一
鵠
お
R
囚
○
ヨ
旨
Φ
具
欝
ω
・
匿
O
）
。

（
二
）

（
二
一
）
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は
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う
『
客
翻
的
共
犯
論
の
立
場
に
立
て
ば
、

厳
O

　
　
る
故
意
あ
る
薄
助
道
具
と
そ
の
背
後
に
立
つ
者
の
間
接
正
犯
と
は
認
め
ら
れ
な
い
』
と

（
一
八
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四
　
以
上
は
、
メ
ツ
ガ
ー
を
中
心
と
し
て
み
た
鑛
張
的
正
犯
論
に
お
け
る
問
接
正
犯
の
と
り
扱
い
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、

何
を
受
け
と
り
、
何
を
捨
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
蹟
張
的
正
犯
論
が
、
從
來
正
し
い
臨
鴎
場
所
を
有
し
な
か
つ
た
問
接
正

犯
を
自
明
の
も
の
と
し
て
正
犯
の
中
に
包
含
し
え
た
事
實
は
、
高
く
評
贋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
、

た
だ
ち
に
採
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
、
こ
の
理
論
は
含
ん
で
い
る
。
そ
の
一
部
を
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
。
こ

こ
で
は
、
ふ
た
た
び
総
括
的
に
、
批
到
の
再
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
鑛
張
的
正
犯
論
は
、
『
自
己
の
手
に
よ
る
正
犯
』
の
概
念
を
放
棄
し
て
、
結
果
に
封
し
相
當
因
果
關
係
を
有
す
る
も
の
を
す
べ
て
一
慮

正
犯
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
間
接
正
犯
の
正
犯
性
を
自
明
な
も
の
と
す
る
の
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
必
然
的
に
、

共
犯
を
も
一
慮
正
犯
と
し
て
と
り
扱
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
こ
こ
に
、
因
果
的
實
質
的
観
黙
以
外
の
観
黙
に
從

つ
て
正
犯
と
共
犯
と
を
匠
別
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
前
期
の
メ
ツ
ガ
ー
は
い
わ
ゆ
る
形
式
的
客
観
説
に
從
つ
て
實
定
法

そ
の
も
の
を
標
準
と
し
、
後
期
の
彼
は
い
わ
ゆ
る
主
観
読
に
近
い
學
読
を
奉
じ
て
行
爲
者
の
意
欲
を
標
準
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
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メ
ツ
ガ
ー
が
、
因
果
的
観
黙
と
一
種
の
規
範
的
観
黙
と
を
匠
別
し
た
の
は
正
し
か
つ
た
。
正
犯
と
共
犯
と
は
因
果
的
に
は
同
一
、
規
範
的

に
は
異
る
と
い
う
思
考
は
、
も
ち
ろ
ん
非
難
は
あ
ろ
う
が
、
一
慮
成
り
立
ち
う
る
見
解
で
あ
る
。
問
題
は
、
後
者
の
、
規
範
的
観
鮎
の
下

に
聡
け
る
正
犯
と
共
犯
と
の
匠
別
に
存
す
る
。
横
張
的
正
犯
論
に
よ
れ
ぼ
、
そ
の
本
質
上
、
共
犯
を
も
含
ん
だ
横
張
的
正
犯
概
念
（
便
宜

上
廣
義
の
正
犯
と
呼
ぶ
）
が
ま
ず
因
果
的
観
馳
か
ら
想
定
さ
れ
、
つ
い
で
、
そ
の
中
か
ら
、
規
範
的
観
馳
に
從
つ
て
共
犯
が
探
澤
さ
れ
る

と
い
う
思
考
過
程
が
と
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
他
の
學
説
に
い
う
正
犯
t
共
犯
を
除
外
し
問
接
正
犯
を
含
ん
だ
と
こ
ろ
の
正
犯
ー

（
こ
こ
で
は
便
宜
上
狭
義
の
正
犯
と
呼
ぶ
）
は
、
共
犯
と
封
等
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
輩
に
、
櫃
張
的
正
犯
概
念
か
ら

共
犯
概
念
を
除
く
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
派
生
す
る
副
次
的
第
二
衣
的
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
輩
濁
犯
を
典
型
と
し
、
共

犯
と
相
封
す
る
、
否
む
し
ろ
共
犯
を
導
く
法
的
形
態
た
る
べ
き
狡
義
の
正
犯
は
、
こ
こ
で
は
ま
つ
た
く
そ
の
濁
自
性
を
失
い
、
共
犯
概
念

の
定
立
を
ま
つ
て
は
じ
め
て
範
園
を
劃
さ
れ
る
消
極
的
な
概
念
と
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
横
張
的
正
犯
論
の
論
理
的
臨
結
を
き

わ
め
て
明
瞭
に
示
し
た
の
が
、
メ
ツ
ガ
ー
の
前
期
の
見
解
で
あ
る
。
彼
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
廣
義
の
正
犯
か
ら
共
犯
を
際
立
て
る
の
に

實
定
法
の
観
貼
を
も
つ
て
し
、
い
わ
ゆ
る
形
式
的
客
観
説
の
立
場
に
立
つ
た
。
そ
の
際
に
、
彼
は
い
つ
て
い
る
。
『
こ
の
匠
別
を
な
す
に

當
つ
て
問
題
と
な
る
の
は
純
法
律
的
な
評
贋
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
も
つ
ぱ
ら
、
實
定
法
の
観
馳
に
立
つ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
故
、
個
々
の
刑
法
上
の
共
犯
形
式
の
旺
別
に
つ
い
て
は
、
「
事
物
の
本
質
」
か
ら
は
何
も
出
て
來
ず
、
因
果
關
係
か
ら
も
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

た
從
鵬
性
か
ら
も
何
の
結
論
も
出
て
來
な
い
』
と
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
概
念
が
こ
の
よ
う
に
全
然
實
定
法
の
観
黙
か
ら
の
み
生
ず
る
概
念

と
す
れ
ば
、
共
犯
の
諸
形
式
の
間
は
も
ち
ろ
ん
、
共
犯
と
そ
の
相
封
立
す
る
狭
義
の
正
犯
と
の
問
に
も
『
事
物
の
本
質
』
上
の
差
異
は
存

し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
狡
義
の
正
犯
の
側
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
は
共
犯
と
の
間
を
分
2
貫
艦
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
が
、
あ
ま
り
に
も
法
實
謹
主
義
的
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
極
端
に
ま
で
お
し
進
め
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

共
犯
規
定
は
立
法
者
の
恣
意
の
産
物
で
あ
り
こ
の
偶
然
に
出
來
上
つ
た
規
定
以
外
に
共
犯
概
念
を
明
ら
か
に
し
こ
れ
を
他
か
ら
匠
別
す
る

標
准
は
存
し
な
い
、
と
い
う
結
論
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
は
、
正
し
い
法
の
解
繹
學
と
は
考
え
ら
れ

な
h
。
共
犯
は
、
法
規
以
前
に
何
等
か
濁
自
的
な
存
在
を
な
し
、
肚
會
的
に
も
、
ま
た
倫
理
的
に
も
他
か
ら
旺
別
さ
れ
た
猫
立
の
概
念
で

あ
る
。
共
犯
が
こ
の
よ
う
な
實
騰
を
有
す
る
か
ら
こ
そ
、
法
規
は
こ
れ
に
相
慮
し
た
共
犯
規
定
を
設
け
、
輩
濁
犯
そ
の
他
の
狭
義
の
正
犯

か
ら
こ
れ
を
匪
別
し
た
と
考
え
る
の
が
、
無
理
の
な
い
素
直
な
解
繹
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
肚
會
的
存
在
し
て
は
、
共
犯
は
、

二
人
以
上
の
意
思
疎
通
の
下
に
お
け
る
杜
會
現
象
で
あ
る
。
意
思
疎
通
の
あ
り
え
な
い
輩
猫
犯
の
場
合
、
あ
る
い
は
犯
罪
意
思
が
片
面
的

一
方
的
に
し
か
存
し
な
い
い
わ
ゆ
る
同
時
犯
、
片
面
的
共
犯
、
問
接
正
犯
の
場
合
と
は
、
共
犯
は
、
祉
會
的
存
在
と
し
て
全
く
異
る
も
の

が
あ
る
。
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
さ
ら
に
、
倫
理
的
存
在
と
し
て
は
、
共
犯
は
、
他
の
人
問
を
犯
罪
に
、
少
く
と

も
倫
理
的
非
行
に
巻
き
こ
ん
だ
上
で
違
法
な
結
果
を
惹
起
し
ま
た
は
惹
起
せ
し
め
る
と
い
う
黙
に
特
徴
を
有
す
る
。
倫
理
的
非
行
を
共
に

す
る
仲
間
が
自
分
の
傍
に
あ
る
と
い
う
意
識
に
婚
わ
れ
て
い
る
黙
で
も
、
共
犯
は
、
そ
の
他
の
犯
罪
形
式
か
ら
匿
別
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

な
實
髄
も
ま
た
、
輕
親
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
前
期
の
メ
ツ
ガ
ー
に
は
、
た
し
か
に
、
以
上
の
よ
う
な
反
省
が
訣
け
て
い
た
。
後
期

に
お
け
る
彼
が
、
形
式
的
客
翻
読
か
ら
一
種
の
主
翻
説
に
近
い
立
場
に
韓
じ
て
共
犯
と
狭
義
の
正
犯
と
の
問
の
匠
別
を
よ
り
實
膣
上
の
匠

別
に
近
づ
け
た
の
は
、
こ
の
黙
か
ら
み
れ
ば
進
歩
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
攣
説
は
、
他
面
、
搬
張
的
正
犯
論
の
趣
旨
か
ら
遠
ざ
か
る
方
向
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蹟
張
的
正
犯
論
は
、
本

來
、
間
接
正
犯
を
自
明
の
も
の
と
し
て
含
む
正
犯
の
概
念
を
立
て
る
た
め
に
、
從
來
の
よ
う
に
狡
義
の
正
犯
を
實
艦
的
に
共
犯
と
相
封
立

　
　
　
援
張
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正
犯
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犯
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二
）

さ
せ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
避
け
、
一
慮
共
犯
を
も
含
ん
だ
正
犯
概
念
を
設
け
、
つ
い
で
こ
れ
ら
か
ら
共
犯
を
除
外
す
る
と
い
う
思
考
方

法
を
と
る
こ
と
に
そ
の
特
徴
を
有
す
る
。
鑛
張
的
正
犯
論
が
間
接
正
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
に
成
功
し
た
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
こ

の
よ
う
な
立
論
を
用
い
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
え
い
つ
て
よ
い
。
し
か
る
に
、
メ
ツ
ガ
ー
の
後
期
の
見
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
狭

義
の
正
犯
と
共
犯
と
の
間
に
客
観
的
差
異
を
否
認
し
た
結
果
、
一
種
の
主
観
読
を
と
り
、
い
わ
ゆ
る
『
自
己
の
た
め
に
す
る
意
思
』
『
他

人
の
た
め
に
す
る
意
思
』
と
い
う
主
観
的
標
準
を
援
用
し
て
爾
者
を
匠
別
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
彼
は
、
こ
れ
で
、
正
犯
と
共
犯
と
の
實
髄
的
な
差
異
を
す
べ
て
説
き
つ
く
し
た
つ
も
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
前
述
の
よ
う

な
、
爾
者
の
匠
別
の
た
め
に
必
要
な
肚
會
的
倫
理
的
翻
察
は
、
主
翻
読
か
ら
は
充
分
に
行
わ
れ
え
な
い
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
主
翻
説
は
、
や
は
り
、
一
種
の
實
質
的
差
異
を
認
め
る
學
説
で
あ
る
。
意
欲
と
い
う
心
理
的
概
念
が
匠
別
の
標
準
を
な
す
以
上
、
正

犯
と
共
犯
と
は
現
象
と
し
て
、
實
膣
と
し
て
相
異
る
も
の
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
正
犯
と
共
犯
と
の
問
に
客
翻
的
に
は
何
等

の
相
違
駝
も
見
出
さ
な
い
か
ら
に
は
、
メ
ツ
ガ
ー
は
、
彼
と
し
て
は
、
主
観
的
旺
別
に
よ
つ
て
、
爾
者
の
實
艦
を
す
べ
て
完
全
に
示
し
了

え
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
も
し
こ
の
よ
う
に
雨
者
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
濁
立
嵩
等
の
實
髄
を
有
す
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
こ
の
實
艦
的
匠
別
に
先
行
し
て
爾
者
を
含
ん
だ
横
張
的
正
犯
概
念
を
読
く
實
盆
は
な
く
、
從
つ
て
、
櫨
張
的
正
犯
論
を
読
く

意
味
が
没
却
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
、
後
期
の
メ
ツ
ガ
ー
の
見
解
は
、
安
當
な
思
考
に
近
づ
き
な
が
ら
、
蹟
張
的
正
犯
論
の
根
本
趣
旨

か
ら
は
遠
ざ
か
つ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
低
迷
は
、
し
か
し
、
鑛
張
的
正
犯
論
の
持
つ
根
本
的
鉄
陥
に
由
來
す
る
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
期
の
メ
ツ
ガ
ー
の
問
接
正
犯
論
に
は
み
る
べ
き
も
の
が
多
い
。
正
犯
と
共
犯
と
の
主
翻
的
逼
別
は
、
た
し



か
に
爾
者
の
實
膿
的
匠
別
を
つ
く
す
に
足
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
蹄
結
と
し
て
、
正
當
に
も
、
通
説
化
し
た
正
犯
概
念
と
共
犯
概
念

と
の
問
に
交
流
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
つ
た
。
そ
の
第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
『
故
意
あ
る
翻
助
道
具
』
を
利
用
す
る
行
爲
を
問
接
正
犯
と
す

　
　
（
五
）

る
こ
と
、
そ
の
第
二
は
、
身
分
者
を
利
用
し
て
彼
の
い
わ
ゆ
る
非
本
來
的
身
分
犯
を
實
現
す
る
非
身
分
者
の
行
爲
に
つ
い
て
問
接
正
犯
ま

た
は
共
同
正
犯
の
成
立
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
後
ほ
ど
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
、
肚
會
感
情
と
し
て
正
犯
た
る

べ
き
で
あ
り
な
が
ら
從
來
形
式
論
理
の
臨
結
と
し
て
共
犯
と
さ
れ
て
い
た
前
者
、
お
よ
び
そ
の
逆
に
當
る
後
者
が
正
し
く
と
り
扱
わ
れ
る

よ
う
に
な
つ
た
こ
と
は
、
注
目
に
償
い
す
る
。
た
だ
、
前
述
の
よ
う
に
、
正
犯
と
の
間
の
實
質
的
差
異
は
、
主
翻
読
、
な
い
し
は
メ
ツ
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

1
の
説
く
よ
う
な
音
心
味
で
の
折
衷
読
を
も
つ
て
し
て
は
解
明
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
き
に
い
わ
ゆ
る
形
式
的
客
観
説
の
不
當
が
明

ら
か
に
な
り
、
今
こ
，
こ
に
主
麹
説
の
不
充
分
さ
が
示
さ
れ
た
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
こ
の
主
翻
説
の
長
所
を
も
生
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

し
つ
つ
、
行
爲
者
の
主
観
を
も
考
慮
に
入
れ
た
一
種
の
實
質
的
客
翻
説
の
立
場
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
ま
ず
考
察
に
贋

い
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
と
く
に
戦
後
、
目
的
的
行
爲
論
の
主
張
者
に
よ
つ
て
読
か
れ
た
『
行
爲
支
配
読
』
の
立
場
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
、
さ
ら
に
、
ζ
れ
に
つ
い
て
稿
を
進
め
よ
う
と
思
う
。

（（
））

（（四三
）） 　

ζ
Φ
N
α
Q
⑦
び
H
。
ぼ
ゴ
。
F
ω
」
置
。

　
瀧
川
博
士
ボ
横
張
的
正
犯
論
を
評
し
て
『
教
唆
犯
及
び
從
犯
以
外
は
悉
く
正
犯
だ
と
ゆ
う
の
で
は
、
理
論
が
あ
ま
り
に
簡
軍
に
過
ぎ
、
い
さ
さ

か
拍
子
抜
け
の
感
じ
が
す
る
』
と
さ
れ
た
の
も
（
改
訂
犯
罪
論
序
読
・
昭
和
二
七
年
・
二
一
六
頁
）
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
同
趣
旨
、
植
田
、
共
犯
の
基
本
問
題
、
二
二
七
頁
、
註
三
。

　
っ
と
に
、
と
の
黙
を
強
調
さ
れ
た
の
は
、
牧
野
博
士
で
あ
る
。
牧
野
英
一
、
共
犯
の
基
礎
翻
念
（
大
正
八
年
）
刑
法
研
究
第
吋
巻
い
頁
以
下
、

鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三
　
（
一
三
三
）



（
五
）

（
六
）

（
七
）

鑛
張
的
正
犯
論
と
問
接
正
犯

一
三
四
　
ゴ
三
四
）

と
く
に
四
一
頁
以
下
。
し
か
し
、
同
書
そ
の
他
に
お
い
て
注
目
さ
れ
た
、
特
殊
な
融
會
現
象
・
犯
罪
現
象
と
し
て
の
共
犯
の
麟
念
は
、
共
犯
濁
立

性
説
を
主
軸
と
す
る
博
士
の
共
犯
論
の
中
で
は
、
そ
の
生
命
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
も
つ
と
も
こ
れ
に
着
目
し
、
こ
れ
を
育
ん
だ

の
は
、
い
わ
ゆ
る
共
同
意
思
主
艦
読
で
あ
る
。
と
く
に
、
草
野
豹
一
郎
、
共
犯
の
猫
立
性
（
昭
和
二
五
年
）
刑
法
改
正
上
の
重
要
間
題
二
四
五
頁

以
下
、
と
く
に
二
六
二
頁
以
下
、
同
、
刑
法
要
論
（
昭
和
三
一
年
）
二
七
頁
以
下
、
齊
藤
金
作
、
共
犯
理
論
の
研
究
、
一
一
六
頁
以
下
、
小
泉

英
一
、
刑
法
総
論
（
昭
和
三
二
年
）
一
八
三
頁
、
植
松
正
、
刑
法
概
論
（
昭
和
三
二
年
）
二
七
九
頁
以
下
。

　
わ
が
國
に
お
い
て
は
、
故
意
あ
る
認
助
道
具
の
翫
念
は
、
ま
だ
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
到
例
の
う
ち
、
こ
れ
を
利
用
し
た
者
に
つ
い
て

問
接
正
犯
を
認
め
た
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
昭
和
二
五
年
七
月
六
日
一
小
法
廷
到
決
（
最
高
刑
集
四
巻
七
號
二
七
八
頁
）
が
あ
げ
ら
れ

る
。

　
わ
が
國
に
影
い
て
、
こ
れ
に
類
似
し
た
説
と
し
て
は
、
伊
達
秋
雄
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
共
謀
の
意
義
（
昭
和
三
三
年
）
法
律
の
ひ
ろ
ば

二
巻
一
〇
號
四
七
頁
以
下
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
到
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
昭
和
二
四
年
二
一
月
二
二
日
東
京
高
裁
二
一
刑
事
部

到
決
（
高
等
刑
集
二
巻
三
號
三
一
八
頁
）
、
昭
和
二
五
年
五
月
三
一
百
東
京
高
裁
二
一
刑
事
部
到
決
（
高
等
特
報
九
號
二
一
頁
）
。

　
新
ら
し
い
實
質
的
客
翻
説
を
求
め
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
中
義
勝
、
共
犯
に
お
け
る
新
實
質
的
客
翻
説
（
昭
和
三
三
年
）
刑
事
法
學
の
基
本

問
題
（
下
）
六
八
一
頁
以
下
。


